
第3章 社会変化に対応した既存ストックの
有効活用と不動産情報の多様化

空き家の増加、住まい選における消費者意識の高まり、産業界におけるIT利活用の進
展等、不動産を८る社会の状況は大きく変化しつつある。そこで、本ষではこうした変化を
概観しつつ、不動産分野における社会変化への対応について、その動向を紹介する。具体的
には、「既存ストックを重視する社会への対応」に関する取組、「多様な不動産情報が流通す
る社会への対応」に関する取組について、その動向を紹介するとともに、ここ数年の特的
な動向である、「先技術を用いた不動産情報化（3eal Estate Tech）」の動向についても紹
介する。

 第1節	 するࣾձへの対応ࢹଘετοΫをॏط
近年の空き家の大෯な増加等を背景に、いかに社会全体で既存ストックを有効に活用する

かは、我が国において重要な課題となっている。そこで、本節では既存ストックを重視する
社会への対応の動向について紹介する。具体的には、空き家等の低・未利用不動産を८る動
向を整理した後、低・未利用不動産の有効活用に関する地方自治体やNPO法人等による先
進的な取組事例を紹介する。次いで、既存住宅流通市場の活性化を८る動向を整理した後、
既存住宅流通市場の活性化に関する国の取組状況を紹介する。

 1 低・未利用不動産の有効活用

ʢ̍ʣ 住宅धཁのࠐݟΈと住宅ετοΫの動向

ʢਓޱ・ੈଳのظ的推Ҡとকདྷ推計ʣ
我が国の人口は、平成22（2010）年を境に人口減少に転じており、今後、平成27（2015）

年の̍億2660万人から、20年後の平成47（2035）年には約1,550万人減となる̍億1212万
人にまで減少することが見込まれている。一般世帯数については、平成32（2020）年を境
に減少に転じると推計されている（図表3-1-1）。

これを圏域別に見ると、大都市圏では、平成27（2015）年を境に人口は減少に転じるも
のの、世帯数についてはしばらくඍ増を続け、平成32（2020）年に減少に転じると推計さ
れている（図表3-1-2）。一方、地方圏では、既に人口は減少しており、世帯数についても平
成27（2015）年を境に減少に転じると推計されている（図表3-1-3）。
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図表3-1-1 人口及び一般世帯数の推移（全国）
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資料：平成12年、17年及び22年：総務省「国勢調査」
　　　平成27年以降： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、「日本の世

帯数の将来推計（全国推計）（平成25年̍月推計）」

図表3-1-2 人口及び一般世帯数の推移（大都市圏）
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資料：平成12年、17年及び22年：総務省「国勢調査」
　　　平成27年以降： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、「日本の世

帯数の将来推計（全国推計）（平成25年̍月推計）」
　：大都市圏： ҵ城県、࡛ۄ県、ઍ༿県、東京都、神ಸ川県、Ѫ知県、三重県、京都府、大ࡕ府、ฌ庫県、ಸ良県

の̍都̎府８県

図表3-1-3 人口及び一般世帯数の推移（地方圏）
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資料：平成12年、17年及び22年：総務省「国勢調査」
　　　平成27年以降： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、「日本の世

帯数の将来推計（全国推計）（平成25年̍月推計）」
　：地方圏：図表3-1-2の大都市圏以外の地域
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ʢਓޱのີ度Խと地Ҭ的ภࡏʣ
約̍km四方୯位での人口動態に着目すると、一部の大都市中心部等を除き、全国の多く

の地点において、平成62（2050）年までに平成22（2010）年ൺで人口が半分以下になると
見込まれている（図表3-1-4）。これを市区町村別にみると、平成22（2010）年時点での人口
規模が小さい市区町村ほど、平成62（2050）年までの人口減少率が高くなることが予想さ
れている（図表3-1-5）。

図表3-1-4 平成22（2010）年を基準とした場合の平成62（2050）年の人口増減状況

0％以上50％未満減少

凡例：平成22（2010）年比での割合

増加

50％以上減少（無居住化含む）

資料：総務省「国勢調査」、国土交通省推計値より作成
　：我が国のྖ土をཏ的に記したものではない
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図表3-1-5 平成22年から平成62年までの市町村人口規模別の人口減少率
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資料：総務省「国勢調査」、国土交通省推計値より作成

ʢ住宅ετοΫのঢ়گʣ
一方で、住宅ストックの状況をみると、総務省「住宅・土地統計調査」によれば、住宅数

は昭和43年に総世帯数を上回り、平成25年には6,063万戸となっている。一世帯当たりの住
宅数は、昭和38年以降、一؏して上ঢし、平成25年には1.16戸となっている（図表3-1-6）。

図表3-1-6 住宅ストック数と世帯数の推移
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資料：総務省「住宅・土地統計調査」

ʢۭ͖Ոのঢ়گʣ
こうした住宅供給の増加により、空き家の総数は、平成25年に820万戸となり、平成15

年とൺべて1.2ഒ、平成̑年とൺべて1.8ഒに増加している。空き家の種類別の内༁では、
「賃貸用又は売却用の住宅」（460万戸）が最も多いものの、売却・賃貸用以外の「そのଞの
住宅」（318万戸）が平成15年とൺべて1.5ഒ、平成̑年とൺべて2.1ഒに増加している（図表
3-1-7）。
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図表3-1-7 種類別空き家数の推移
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資料：総務省「住宅・土地統計調査」

空き家の発生状況を都道府県別空き家率（「そのଞの住宅」/ 道府県別の住宅総数）でみ
ると、ट都圏、Ѫ知県の空き家率は7.5％未満である一方、中国、四国、भ地方の一部は
空き家率は12.5％以上と高い向にある（図表3-1-8）。

図表3-1-8 種類別空き家数の推移

10

 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」
̍：そのଞ空き家率ʹそのଞ空き家戸数ʸ持家ストック（居住世帯あり持家ʴ売却用空き家ʴೋ次的空き家ʴそのଞ

空き家）
̎：我が国のྖ土をཏ的に記したものではない
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ʢະ利用地のঢ়گʣ
未利用地の状況をみると、全国3,000人を対象に実施した国土交通省「土地問題に関する

国民の意識調査」の結果によれば、対象者もしくはその配ۮ者が「現在居住している土地
と、それ以外の土地を所有」または「現在の居住地以外の土地のみを所有」しているとえ
た者のうち、利用していない土地が「ある」とえた者の割合は37.3％となっている（図表
3-1-9）。これを圏域別にみると、「ある」とえた者の割合は、地方圏で高くなっている（図
表3-1-10）。

図表3-1-9 未利用地の有無
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

図表3-1-10 未利用地の有無（圏域別）
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地方圏
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」　
　：圏域区分は以下のとおり。
　　　大都市圏：
　　　東 京 圏：ट都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村
　　　大 ࡕ 圏：近ـ圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村
　　　名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村
　　　地 方 圏： 上記以外の地域

116



現在利用していない土地の以前の利用方法をみると、「農地・山林」が57.9％（平成25年
度は65.0％）と最も高かった。「自分やが住む住宅」は21.5％（平成25年度は17.8％）
で、農地・山林に次いで多いという結果になっている（図表3-1-11）。未利用の理由につい
ては、「遺産として相続したが、今のところ利用する理由がないため」が36.4％（前年度は
44.0％）と最も高くなっている（図表3-1-12）。

図表3-1-11 未利用地の以前の利用方法
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
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図表3-1-12 未利用の理由
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

ʢۭ͖Ո・ۭ͖地に対するࠃຽのҙࣝʣ
空き家や空き地の増加は、国民の意識にも表れている。近年、身近にײじる土地問題とし

て、「空き家・空き地が目立つこと」をڍげる回割合は最も多くなっている（第̍部第̎
ষ第̏節図表2-3-1）。この割合は大都市圏よりも地方圏で増加する向にあり、すでに地方
圏を中心に空き家が相当程度の割合で発生している様子がうかがえる（図表3-1-13）。
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図表3-1-13 身近に感じる土地問題（圏域別）
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資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」
　：圏域区分は、図表3-1-10に同じ

ʢ̎ʣ・ະ利用不動産の有効׆用に向͚ͨऔ
我が国における人口は減少局面にあり、世帯数についても、地方圏では都市圏よりも早く

減少することが見込まれることから、今後、特に地方部を中心に住宅需要は減少していくも
のと考えられる。一方で、世帯数に対する住宅ストックは充しており、すでに空き地・空
き家が相当程度発生していることから、これから、低・未利用不動産が一層増加していくこ
とが予想される。このため、今後、低・未利用不動産の利活用を図る必要がある。

˙ 低・未利用不動産の利活用に関するઌ進的な取組

以下では低・未利用不動産の利活用に関する各地の先進的な取組について紹介する。具体
的には、NPO法人が所有者の求めに応じて空き家や空き地の管理代行や活用相談を行って
いる事例、空き家活用に関して地方自治体と宅建業協会が連携協定を締結している事例、自
治体にある空き公共施設を活用した企業誘致に取り組む事例を紹介するとともに、まちづく
り会社により遊休不動産の連的再生を通じてエリアの価値向上を図る事例についても紹介
する。
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˔ۭ͖Ո・ۭ͖地の理αʔϏεʢ/10๏ਓۭՈ・ۭ地理ηϯλʔʣ
空家・空地管理センターは、平成22年に全国に先駆けて「空き家対策条例」を制定した

県所市において、平成25年̓月に設立されたNPO法人であり、空き家管理代行サーۄ࡛
ビスを行っている。平成27年̑月、国による「空家等対策の推進に関する特別措置法」の
全面施行により空き家所有者からの相談が増加したことを受け、同年10月には対応エリア
を全国に拡大し、平成28年̐月̍日現在、11都道府県65市区町村において空き家管理代行
サービスを提供している。

具体的には、管理に消極的な空き家・空き地所有者向けの「100円管理サービス」と管理
に積極的な所有者向けの「しっかり管理サービス」の̎種類のサービスを提供している。
100円管理サービスは、毎月̍回定期的に८回をし、目視でݰ関周辺などに問題がないか確
認した結果を८回報告書として̚メールで報告すること等を行っている。しっかり管理サー
ビスは、८回報告書の作成のほか、通ؾ・換ؾ、雨࿙り点検、通水、ఉのごみ処理等を行っ
ている（図表3-1-14）。なお、८回は独自資格である「空家空地管理士」を有するϘランティ
ア等によって行われている。

また、同センターは、空き家・空き地所有者からの相談受付や「売る・貸す・直す・壊
す」といった空き家の活用提案にも力を入れている。例えば、隣地所有者が広く豊かに居住
することができるよう、隣地所有者へ相場価格よりも割安な金額で現況のまま空き家・空き
地を売却することの提案・あっせんを行っている。さらに、空き家を事業会社が̏ʙ̓年
間、固定資産税と都市計画税の合計額で定期借家ܖ約により借上げた後、事業会社が自社の
負担でリフォームを施し、空き家を賃貸戸建やళฮとして活用する空き家借り上げ制度

「"K"3I」の提供も行っている（図表3-1-15、16）。事業会社にとっては相場賃料よりも低
額で住宅を借り上げることができるというメリットがある一方、空き家所有者にとっても、
収益性は高くないものの、①空き家処分の意ࢥ決定を先送りすることができる、②一定期
間、管理の手間から解放される、③家賃収入で固定資産税の支払いが可能となる、④定期借
家ܖ約終了後にはリフォーム済みの空き家が自らの手にるというメリットがある。

図表3-1-14 空き家管理代行サービスの様子

資料：̣̥̤法人 空家・空地管理センター
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図表3-1-15 空き家借り上げ制度「AKARI」の仕組み

資料：NPO法人 空家・空地管理センター

図表3-1-16 空き家借り上げ制度「AKARI」を活用したリフォームの例

資料：NPO法人 空家・空地管理センター
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˔ۭ͖Ո׆用に関する地ํ࣏ࣗମと宅ڠۀݐձの࿈ڠܞఆのక݁ʢࢁསࢁݝས市ʣ
空き家の増大を受けて、地方公共団体には空き家への居住希望者からの問い合わせが多く

寄せられており、移住希望者等を中心に空き家の利用について一定の需要が見込まれてい
る。このため、地方公共団体が「空き家バンク」等を設置し、都心に居住する田舎暮らし希
望者等へ空き家物件情報の提供を行い、空き家オーナーと入居希望者との間を取り持つケー
スが増えてきており、活用に向けた関心も高くなっている（図表3-1-17、18）。

しかしながら、空き家バンク等を円滑に運営するには、不動産取引に関する専門的な知識
を要した相談員による的確なアドバイスや見学者への対応等、きめ細やかな対応が求められ
るため、地方自治体୯独での事業展開には限界があり、関連団体との連携が望まれるところ
である。連携にあたっては、宅地建物に関する高度な専門性を有し、空き家物件情報を広く
広報することができる宅地建物取引業者が適任であることから、近年、空き家バンクを運営
する地方公共団体と宅地建物取引業者の業界団体が空き家活用に関する連携協定を締結する
ケースが増加している。

例えば、山ས県山ས市においては、山ས市と（公社）山ས県宅地建物取引業協会が空き家
バンクの運営に関する連携協定を締結しており、宅地建物取引業者が空き家オーナーと入居
希望者との間に調整に入ることで、ܖ約交渉を円滑にしている（図表3-1-19）。また、物件
見学時に専門的な観点からアドバイスを行っているほか、物件の価格・広さ・構造などの基
本的な情報に加えて、空き家バンク上で物件の保存状況を˒̑つで分かりやすく表示すると
いった工夫を行っている。

このように、地方公共団体の空き家バンクに登録された物件について、宅地建物取引業者
が空き家オーナーと入居希望者との間を取り持つことで、未然にトラブルの発生を防͗、安
心して取引を行うことができる環境の整備が進んでいる。

図表3-1-17 空き家バンク・空き地バンクの認知度

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

26.1 28.2 45.626.126.126.1 28.228.228.2 45.645.645.6

知っている 名前だけは聞いたことがあるが、どのようなものか知らない 聞いたことがない

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」
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図表3-1-18 空き家バンク・空き地バンクの活用意向

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

17.9 5.7 7.6 5.3 8.8 18.4 10.0 6.9 19.317.917.917.9 5.75.75.7 7.67.67.6 5.35.35.3 8.88.88.8 18.418.418.4 10.010.010.0 6.96.96.9 19.319.319.3

自治体によっては補助金等の優遇措置が受けられるから、利用したい
登録されている物件には価格が低いものがあり、積極的に利用したい
周辺環境や生活環境等の情報も入手しやすいから、積極的に利用したい
民間にはないような情報も登録されていることがあるから、利用したい
物件オーナーと直接交渉しなければならないものが多いから不安である
利用した取引の流れがよくわからないため、不安である
契約後のアフターサービスが充実していないから、不安である
その他
わからない

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」

図表3-1-19 山梨県山梨市における空き家バンクの運営体制

資料：山ས市資料
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ೆ૯市ʣݝ༠கの推進ʢઍ༿ۀا用Λ௨ͨ͡׆施ઃのڞެ͖ۭ˔
ઍ༿県南総市は、総ٰྕの山々とଠ平༸・東京湾に囲まれた総半島の南に位置し

ており、ट都圏にありながら東京湾の沖合を流れる暖流の影響により、ౙは暖かくՆはྋし
い海༸性の温暖なؾ候下にある。近年は、東京湾アクアラインの利用料金の引き下げやؗ山
自動車道の全面開通、ट都圏中ԝ連絡自動車道（圏ԝ道）の延৳等により、東京都心部や成
田空港からのアクセス性が大෯に向上した。

一方で、都心部への若者の流出等によって生産年齢人口が減少しており、また、工業団地
等の事業用地がないために企業立地が進まず、「ޏ用の場」の創出による地域活性化が市政
の課題となっていた。さらに、本市は、平成18年に̓町村の合併によって生した新しい
市であるために、町村合併により類ࣅの公共施設の再編の必要性や、少子化や過ૄ化の進行
による小中学ߍ等の統廃合の加速により、空き公共施設の増加も新たな課題となっていた。

そこで、市では平成24年より空き公共施設を活用した企業誘致の推進を加速させた。具
体的には、空き公共施設についての̏年間の無償貸付、市内全域で利用可能な光ファイバー
の整備、空き家バンク制度といった住宅支援制度等を実施することで、IT企業やベン
νャー企業等の誘致を推進し、企業のॳ期投資の抑制を図りつつ、本市のޏ用創出・税収増
加・交流人口の拡大・人口減少の抑制を図っている。こうした取組によって、web制作やア
プリケーションの開発を行うIT企業やスイーπ用イνΰの加工・༸՛子の造販売を行う
農業生産法人等が新たに南総市に進出しており、平成28年̐月̍日現在、本市における
14౩の空き公共施設のうち、11౩の施設について新たに企業が立地した（図表3-1-20、21）。

こうした取組にઍ༿県も目しており、平成28年度から地方創生に係る国の交付金を活
用し、県内の市町村や大学、金融機関等と連携して、空き公共施設等を活用した企業誘致の
取組みを開始しており、県と市町村が一体となって、今後増加が見込まれる空き公共施設に
ついて、「しごと創生」の場としての活用を図ることとしている。

図表3-1-20 空き公共施設の活用例（農業生産法人による農産物直売所等の活用）

資料：南総市資料
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図表3-1-21 南房総市における空き公共施設の活用状況

自然の宿「くすの木」

高齢者向け住宅「南房総里見」

株式会社戸倉商店

特別養護老人ホーム「夕凪の里」

株式会社Sports
Management International 

医療法人社団　桂

維栄電子日本株式会社

株式会社ドリームライク
株式会社SEガーデン南房総

株式会社ＤＩＧＬＥＥ
農業法人株式会社ＪＡＳ

合同会社ＷＯＵＬＤ
株式会社R.project

旧忽戸小学校

旧平群小学校

旧平群幼稚園

南房総
市役所

立地企業

空き公共施設

資料：南総市資料
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˔༡ٳ不動産の࿈的࠶ੜΛ௨ͨ͡ΤϦΞ価向্ʢѪݹ໊ݝ市ʣ
Ѫ知県名古屋市ۋೋஸ目長者町地区では、空きビル等の連的再生を推進することで、遊

休不動産の再生とエリア価値向上の好循環を創出している。
名古屋駅とӫ駅にڬまれた同地区は、高度経済成長期にણ維問屋街としてӫえたものの、

産業構造の変化等により、近年、地区の人口が減少し、治安や住環境のѱ化がݒ念されてい
た。また、戦災復興の土地区画整理事業で地区の基盤は整備されたものの、区画整理事業当
時のまま細分化された敷地が多く残っており、建物の更新も進んでいなかった。

こうした状況を背景に、名古屋長者町৫物協同組合のણ維問屋メンバーによる出資のも
と、平成14年に空きビルの活用を通じた地域活性化を目的とするまちづくり会社が設立さ
れた。同社は事前に事業者を誘致した上で、空きビルを一౩ごと借り上げて改修し、賃貸経
営まで実施するサブリース方式により、同年、ベンνャー企業等が入居する「Κびすビル
Part̍」を再生させた。その後、同様の取組を周辺エリアで展開し、平成17年の「Κびす
ビルPart̏」まで同地区内で̏౩の遊休不動産の再生を行った。

これを踏まえて、名古屋市では、平成17年に「෬見・長者町ベンνャータウン構想」を
策定し、ベンνャー産業を育成する地区として同地区を位置付けるとともに、リノベーショ
ン事業における改修費の補助や家賃補助などを行い、ベンνャー向けビルである「I.%. Lab 
Part̍ʙ̏」の̏౩のビルの開業を支援した。さらには、地元まちづくり組৫である「ۋ
ೋஸ目まちづくり協議会」に対して、20年後を見据えた地区のまちづくり計画のアドバイ
ス等の支援を実施した（図表3-1-22）。

こうした取組の結果、同地区では、「ΚびすビルPart̍ʙ̏」及び「I.%. Lab Part̍ʙ̏」
の計̒つのビルに新たに39事業者（累計では70事業者以上）が進出し、民間事業者も独自
にビル̏౩を再生させるなど、遊休不動産の「連的な再生」が実現している（図表3-1-
23）。これにより、平日のۋೋஸ目地区境界地点のา行者交通量が17％増加する等、街のに
͗わいが創出されている。

Κびすビルの再生を企画・運営したまちづくり会社は平成27年に解散し、現在では、管
理業務が困難なビル所有者に対して名古屋長者町৫物協同組合が管理業務の手伝いを行いつ
つ、所有者自身の手によって安定的なビル経営がなされている。今後、同地区では、地区の
まちづくり計画に位置づけられた法定再開発事業が予定されているほか、名古屋市の助言を
受けながら、都市再生推進法人の認定を視野に入れたエリアマネジメント会社の設立が予定
されている。

本事例においては、ൺֱ的小さなエリアにおいてまちづくり会社が遊休不動産の再生を一
つ実現し、その後、同一コンセプトの下、複数の再生事例を実現していくことで遊休不動産
を連的に再生している。こうした手法でまちのわいを創出するとともに、エリアの価値
を高める取組が目されるようになってきている。　
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図表3-1-22 名古屋市錦二丁目長者町地区における遊休不動産再生のスキーム

【自治体】
【役割】
中心市街地活性化基本計画の設定
都市再生緊急整備地域の指定

「伏見・長者町ベンチャータウン構想」の策定
名古屋市低炭素モデル地区への応募に対する支援

事業化及び展開による
地域の活性化

【まちづくり会社】※ 【不動産オーナー】

事業依頼
遊休不動産の提供

交渉、テナントリーシング、賃貸経営

※なお、まちづくり会社は平成27年に解散。その後は、不動産オーナーが自ら事業を継続。

資料：国土交通省資料

図表3-1-23 遊休不動産再生の連鎖的展開の状況

ゑびすビルPart3

I.D.Lab2

ゑびすビルPart1

I.D.Lab1

ゑびすビルPart2

長者町トランジットビル

I.D.Lab3

龍屋ビル

資料：国土交通省資料
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コラム ʮ空Ո等対策の推進に関する特ผાஔ法ʯの施行にͭいͯ

空き家が年ʑ増加しているঢ়گを౿·え、空き家に関する施策を૯合的かͭ計画的にਪ進し、ެ
༩することを目的とし、「空家等対策のਪ進に関するಛผાஔ๏」دにڵの増進と地域のৼࢱのڞ
（平成2�年๏ୈ127߸）が平成27年5月2�に全施ߦされた。
ಉ๏51߲に基ͮき国ަ通লと૯লは、「空家等に関する施策を૯合的かͭ計画的に実施

するための基本的な指針」（ҎԼ、「基本指針」という）を定めて͓Γ、市ொଜは、この基本指針に
ଈして空家等対策計画を定めることができることとされている（��）。この空家等対策計画には、
空家等に関する対策に関する基本的なํ針、దなཧや活用の促進、後ड़する「ಛ定空家等」に
対するાஔ、対策の実施ମ制等にͭいて定めるものとされ、దなཧがߦΘれていない空家等に
関する対策͚ͩでなく、その༧防的なાஔにͭいても定めることとされている。
新たな住生活基本計画（全国計画）（平成28年̏月閣議決定。計画期間：平成28年度〜平成37

年度）では、空き家対策のऔをࣔす目標として、平成37年度·でに֓Ͷׂ̔の市۠ொଜに͓い
て空家等対策計画を策定するという成果指標を定めた。
·た、「空家等」のதでも、
①その··์ஔすれյ等ஶしくอ安্ݥةとなる͓それのあるঢ়ଶ
②その··์ஔすれஶしくӴ生্༗となる͓それのあるঢ়ଶ
③దなཧがߦΘれないことによΓஶしく؍ܠをଛなͬているঢ়ଶ
④その他पลの生活環ڥのอ全をਤるために์ஔすることがෆదであるঢ়ଶ

にあると認められるものを「ಛ定空家等」と定ٛしている（2�2�߲）。市ொଜ長は「ಛ定空家等」
に対し、আ٫、मસ等のඞཁなાஔにͭいて、ॿݴ・指ಋ、ࠂק、໋ྩからࣥߦ·でをߦうこと
ができる（14�）。ॿݴ・指ಋによͬてાஔがされない場合はࠂק、さらには໋ྩへとஈ֊的に
खଓを進めることとしている。·た、໋ྩをड͚た者がਖ਼なཧ༝なくඞཁなાஔを実施しない等
の場合は、市ொଜ長は本དྷ「ಛ定空家等」のॴ༗者等がཤߦすべきાஔをࣥߦすることができる
こととされている。

<ಛ定空家等に対するඞཁなાஔの流れ>

指導・助言 勧告 命令 代執行

※所有者不明の場合は、公告を経て略式代執行が可能。

<空家対策計画ٴͼಛ定空家等に対するાஔの実>
市区町村数

空家等対策計画を策定済 63
資料：平成28年３月31日現在 国土交通省・総務省調査により作成

特定空家等に対する措置実績 市区町村数
指導・助言 177
勧告 4
命令 0
代執行 0
略式代執行 1

資料：平成27年10月１日現在 国土交通省・総務省調査により作成
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<ਆಸݝԣਢլ市に͓͚る全国初のུࣜࣥߦの経Ң>

平成24年10月� 市民からۤ
� ˠॴ༗者等をࡧするがෆ໌
平成27年̑月� 定資産੫課੫ใのऔಘݻ
� ˠॴ༗者等を確できないものとஅ
平成27年̕月̍� 空家等対策ಛા๏ୈ14ୈ10߲に基ͮくެࠂ
� （の期：10月22ࠂެ）
平成27年10月2�� ུࣜࣥߦの実施
平成27年11月24� ղମྃࣄ

略式執行前の建物の状況

解体後

略式代執行中の様子
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 2 既ଘ住宅流通市場の活性化

住宅需要の減少が見込まれる中で、空き家・空き地の発生を未然に防止するためには、良
質な新築住宅を供給しつつも、すでに豊富にある住宅ストックを活かして、既存住宅流通市
場の活性化を推進していくことも有効であると考えられる。実際に、耐震性、朽・ഁ損、
立地の状況ごとに利活用が有望なストック数を推計した結果によると、駅から̍ᶳ以内で、
簡易な手入れにより活用可能な「そのଞ空き家」は、全国で約48万戸あると推計されてい
る22。そこで、以下では、消費者の不動産に対するニーズの変化を踏まえつつ、既存住宅流
通市場の活性化に向けた現状と取組について紹介する。

ʢ̍ʣطଘ住宅に対するফඅऀのχʔζ

ʢফඅऀの不動産に対するχʔζの動向ʣ
住宅の所有に関する意識については、土地問題に関する国民の意識調査によれば、約８割

が「土地・建物については両方所有したい」と回している（第̍部第̍ষ第̒節図表1-6-
、入したい住宅をみると、回者のうち約̒割が「新築住宅がよい」と回した一方ߪ。（6
約̏割が「新築・中古どちらでもよい」とした（図表3-1-24）。

図表3-1-24 新築住宅か既存住宅か

（年度）
平成23

24

25

26

27

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

62.9

61.2

64.1

62.8

63.3

31.0

32.9

31.7

30.7

29.5

2.2

1.4

1.6

2.0

1.3

1.0

0.6

0.5

1.4

0.7

3.0

3.8

2.1

3.0

5.2

62.962.962.9

61.261.261.2

64.164.164.1

62.862.862.8

63.363.363.3

31.031.031.0

32.932.932.9

31.731.731.7

30.730.730.7

29.529.529.5

2.22.22.2

1.41.41.4

1.61.61.6

2.02.02.0

1.31.31.3

1.01.01.0

0.60.60.6

0.50.50.5

1.41.41.4

0.70.70.7

3.03.03.0

3.83.83.8

2.12.12.1

3.03.03.0

5.25.25.2

新築住宅 新築・中古どちらでもよい 中古住宅 その他         わからない    

資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

新築住宅よりも既存住宅がよいとࢥう理由については、「中古住宅の方が価格が経済的ͩ
から」の割合が最も高く、次いで、「中古住宅の方がリフォームを行い間取りや仕様を自由
に設計できるから」が高かった（図表3-1-25）23。

2 2  第42回社会資本整備審議会住宅宅地分科会 事務局提出資料。
2 3  こうした向はଞの調査においても同様であり、内閣府「住生活に関する世調査」では、「住みたい場所に住宅をߪ入

するためには、中古住宅の価格の方が手が届きやすいから」が最も多く、「中古住宅をߪ入しておいて、時期をみて建替
えやリフォームをする方が、資金計画などに無理がないから」が次に多いという結果になっている。
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図表3-1-25 既存住宅を選ぶ理由

既存住宅の方が、価格が経済的だから

既存住宅の方がリフォームを行い
間取りや仕様を自由に設計できるから

既存住宅の方が、立地を自由に選べるから

既存住宅の方が、安全性や品質について、
安心できるから

住み替えを前提にしているから

その他

わからない

0 20 40 60
（％）

6.9

10.3

6.9

10.3

17.2

20.7

58.6

6.9

10.3

6.9

10.3

17.2

20.7

58.6

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」

ʢ̎ʣՈ計のࢿ産の動向とए年に͓͚る住ډඅෛ୲の૿大

次に、家計の資産と住居費の動向をみる。我が国の最近のޏ用環境は、総務省「労働力調
査」によれば、完全失業率については改善向にある（図表3-1-26）。一方、非正規の職員・
従業員の割合については、近年の働き方の多様化等に伴い、上ঢ向にある（図表3-1-27）。

図表3-1-26 年齢階級別完全失業率の推移

平成元 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（％）

（年）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

45～49歳
50～54歳
55～59歳

25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳

資料：総務省「労働力調査」
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図表3-1-27 年齢階級別非正規の職員・従業員の割合の推移

平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

（％）

（年）

15

20

25

30

35

40

45

50

25～34歳
35～44歳
45～54歳
55～64歳

資料：総務省「労働力調査」

所得の状況について、国税庁「民間給与実態調査」により年代別平均給与の推移をみる
と、下では持ち直しの動きがみられるものの、総じて平均給与は平成̕年頃とൺֱすると
大きく減少している（図表3-1-28）。

図表3-1-28 年齢階級別平均給与の推移

平成元 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

（千円）

（年）
3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

45～49歳 50～54歳 55～59歳
25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

資料：国税庁「民間給与実態調査」

貯蓄の状況について、年代別貯蓄（ೋ人以上の世帯のうち勤労者世帯の貯蓄）の推移をみ
ると、平成26年の貯蓄現在高の平均値は1,290万円で、前年にൺべ46万円と3.7％の増加と
なり、貯蓄保有世帯の中ԝ値は741万円（前年735万円）となった（図表3-1-29）。
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図表3-1-29 年齢階級別貯蓄の推移

（万円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26（年）

～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳～

資料：国税庁「民間給与実態調査」

負債については、平成20年から平成27年にかけての推移をみると、平成23年・24年に負
債総額が低下したものの、平成24年から平成25年にかけて、住宅・土地のための負債がや
や増加している向がうかがえる（図表3-1-30）。

図表3-1-30 １世帯あたり負債現在高の推移

（万円）

0

100

200

300

400

500

600

平成20 21 22 23 24 25 26 27 （年）

資料：総務省「家計調査」
̍：ܝ載グラフの値は、ೋ人以上の世帯による負債の̍世帯当たり現在高の値
̎：平成27年の値は平成27年7ʙ9月期平均結果
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しかしながら、30ࡀ未満の୯身世帯の1か月当たりの平均消費支出に占める住居費等（住
居・水道・電ؾ・ガス及びଞの燃料）の割合をみると、総務省「消費実態調査」によれば、
昭和59年ではஉঁともに15％程度であったものが、平成26年では、住居費等の割合がஉঁ
ともに約̏割を占めていることから、若年世帯における住居費負担の増大がうかがわれる

（図表3-1-31）。

図表3-1-31 30歳未満の単身世帯の男女別1か月平均消費支出の費目構成の推移

（年）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

資料：総務省「全国消費実態調査」　
　：平成26年調査のCOICOP分類に従って、国土交通省において平成21年以前の調査結果を再分類

உ
ੑ

ঁ
ੑ

昭和59

平成元

6

11

16

21

26

昭和59

平成元

6

11

16

21

26

食料及び非アルコール飲料 アルコール飲料及びたばこ 被服及び履物 
住居・水道・電気・ガス及び他の燃料 家具・家庭用機器及び家事サービス 保健・医療 
交通 通信 娯楽・レジャー・文化 
教育 外食・宿泊 その他 
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ʢ̏ʣফඅऀの住宅に対するධ価とજࡏ的な住Έସ͑χʔζ

ʢ住宅に対するධ価ʣ
消費者の住宅に対する評価に着目すると、国土交通省「住生活総合調査」によれば、住宅

に対して不満を持っている者の割合は減少向にあり、昭和63年に51.5％であった不満を
持つ割合（「非常に不満」、「多少不満」の合計）は、平成25年には24.9％にまで低下してい
る（図表3-1-32）。

図表3-1-32 住宅に対する評価の推移

（%）
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38.838.838.8 38.038.038.0 37.137.137.1

34.334.334.3
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44.144.144.1 38.938.938.9 40.340.340.3 41.841.841.8
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8.78.78.79.19.19.1 9.09.09.0 9.69.69.6 12.912.912.9 18.918.918.9 20.920.920.9

非常に不満 多少不満 不明まあ満足 満足

資料：国土交通省「住生活総合調査（確報集計）」

続いて、高齢者の住宅に対する評価をみると、高齢者世代に子供が独立した後の自宅の部
屋のՔ働状況等をฉいた、᷂野経済研究所「シニアの住まいに関するアンケート調査結果
2013 24」によれば、子供の独立後に活用し切れていない部屋が̍部屋以上あるとえた回
者は８割以上に上っている（図表3-1-33）。子供独立前後の自宅のՔ働率の変化をൺֱする
と、独立前に「活用しきれていない」ൺ率は33.8％であったところ、独立後では81.9％にな
り、子供の独立後に部屋のՔ働率が低下する向にあることがうかがえる（図表3-1-34）。

図表3-1-33 現在（子供独立後）、活用しきれていない部屋数

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

18.1 25.3 34.4 15.3 4.1

2.2

0.618.118.118.1 25.325.325.3 34.434.434.4 15.315.315.3 4.14.14.1

2.22.22.2

0.60.60.6

0部屋 1部屋 2部屋 3部屋 4部屋 5部屋 ６部屋以上 

資料：᷂野経済研究所「シニアの住まいに関するアンケート調査結果2013」

2 4  調査時期： 平成25年7月、集計対象：一都三県（東京都、神ಸ川県、࡛ۄ県、ઍ༿県）の戸建住宅（築10年以上）に居
住し、子供が独立した60ʙ75ࡀのஉঁ823名、調査方法：インターネット形式、୯数回。
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図表3-1-34 子供独立前後のマイホーム稼働率 25の変化

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

18.1

66.2

81.9

33.8

18.118.118.1

66.266.266.2

81.981.981.9

33.833.833.8子供独立前

子供独立後

活用している 活用しきれていない 

資料：᷂野経済研究所「シニアの住まいに関するアンケート調査結果2013」

2 5  マイϗームՔ働率とは、自宅にある部屋数について活用度合いをみるための指標であり、現在の全部屋数に対して活用
している部屋数のൺ率を算出し、子供の独立前と後とでൺֱしている。

ʢજࡏ的な住Έସ͑のχʔζʣ
住み替えの意向についてみると、若者世代の意向をฉいた（一社）不動産流通経営協会

「若者世代の住替え意識調査26」によれば、「現在住み替え意向あり層」は全体の21.6％であ
るものの、「将来可能性あり層」（34.1％）を含めると、住み替えの意向がみられる層は
55.7％に上る（図表3-1-35枠内）。

図表3-1-35 若者世代の住み替えの意向
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（現在の住まいと年齢）
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住替える予定がある
（住替え先が決まっている）

住替えたいと思っており、
今後具体的に検討したい

住替えたいが、
諸事情により難しそうだ

将来は住替えるかも
しれないが、現時点では
予定はない

現在の住まいに
住み続けるつもりだ

住替える予定はないが
セカンドハウス等を
購入したい（検討している）

その他

資料：（一社）不動産流通経営協会「若者世代の住替え意識調査」

2 6  調査時期： 平成25年7月、集計対象：一都三県（東京都、神ಸ川県、࡛ۄ県、ઍ༿県）の戸建住宅（築10年以上）に居
住し、子供が独立した60ʙ75ࡀのஉঁ823名、調査方法：インターネット形式、୯数回象に実施。

136



高齢者世代についてみると、᷂野経済研究所「シニアの住まいに関するアンケート調査
結果2013」によれば、将来的に、あるいは現実的には難しいかもしれないが住み替えも考
えたいといった潜在的な需要を含めると、45.3%の高齢者が住み替えの意向を示している

（図表3-1-36）。

図表3-1-36 シニア世代の住み替えの意向

3.2%

19.5%

22.6%

54.7%

3.2%

19.5%

22.6%

54.7%

3.2%

19.5%

22.6%

54.7%

3.2%

19.5%

22.6%

54.7%

住み替えたい 

将来的には住み替えも考えたい 

住み替えを考えたいが、
住み替えられないと思う 

住み替えたくない 

資料：᷂野経済研究所「シニアの住まいに関するアンケート調査結果2013」

ʢ住Έସ͑のݱঢ়と્ཁҼʣ
先のとおり、若者世代及び高齢者世代における潜在的なニーズを含めると、住み替えの

ニーズは約半数程度に上っているが、我が国の世帯あたりの持家への年間住み替え戸数は、
米国やӳ国にൺֱして少ないものとなっている（図表3-1-37）。

図表3-1-37 住み替え回数の日米英比較

世帯（万） 持家への年間住み替え戸数（千戸）
持家への年間住み替え戸数

／1万世帯
日本との比較（持家への年
間住み替え戸数／1万世帯）

日本 5,184 634.2 122.3戸 －

米国 11,718 4367.3 372.7戸 3.0倍

英国
（イングランド） 2,100 985.5 469.3戸 3.8倍

資料：日本：平成25年住宅・土地統計調査、米国：)ousing SurWey（2009）、ӳ国：SurWey of English )ousing（2007）
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住み替えを્害する要因についてみると、前出の「若者世代の住替え意識調査」によれ
ば、現在住み替え意向あり層において「資金調達」や「住宅ローンの返済への不安」をڍげ
る回割合が高くなっている（図表3-1-38）。

図表3-1-38 若者世代における住み替えの阻害要因

0 20 40 60 80（％）

住み替え意向あり合計

20～24歳 

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

住宅を取得するにあたっての、
まとまった資金の調達への不安

将来の安定的な収入確保の
不安（住宅ローン返済の不安）

近所づきあいなどのコミュニティ
が変わることへの心配

介護等の都合により
親世帯から離れられないこと

子供の転校等が
生じてしまうこと

通勤の利便性が
損なわれること

その他

資料：（一社）不動産流通経営協会「若者世代の住替え意識調査」

高齢者における住み替えの્害要因についてみると、前出の「シニアの住まいに関するア
ンケート調査結果2013」によれば、現実的に住み替えられないとするシニア層の住み替え
られない理由として、「新たにߪ入資金を工面できない」、「住み׳れた地域を離れたくない」、

「長年住んͩ家を手放したくない」という理由が上位にڍげられている（図表3-1-39）。

図表3-1-39 シニア世代における住み替えの阻害要因

新たに購入資金が工面できない

住み慣れた地域を離れたくない

長年住んだ家を手放したくない

将来に使える資金をとっておく必要がある

近所の友人・知人と離れたくない

購入・売却・リフォームなどの手続きが面倒
引っ越し作業や各種手続き

（役所等への登録など）が面倒
子供や孫、親族が近くに住んでいるので

離れたくない
住み替えに関して信頼できる業者に

出会えるか不安
大事にしてきた家の価値をきちんと

評価・査定してもらえるか不安

家族からの反対意見がある

その他
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資料：᷂野経済研究所「シニアの住まいに関するアンケート調査結果2013」
　：調査時期： 平成25年7月、集計対象：一都三県（東京都、神ಸ川県、࡛ۄ県、ઍ༿県）の戸建住宅（築10年以上）

に居住し、子供が独立した60ʙ75ࡀのஉঁ823名のうち、今後の住み替えの意向について「住み替え
を考えたいが住み替えられないとࢥう」と回した186名、調査方法：インターネット形式、複数回。
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ʢ̐ʣطଘ住宅ྲྀ௨市場のݱঢ়とੑ׆Խに関するऔ

ʢطଘ住宅ྲྀ௨市場のݱঢ়ʣ
前項のとおり、潜在的な住み替えニーズが一定程度あるものの、我が国においてはԤ米に

ൺして住み替えの回数が少なく、ライフステージに応じた住み替えがなされていない。この
ため、既存住宅流通市場の活性化を通じて、ライフステージに応じた住み替えの実現を図る
ことが重要であると考えられる。

しかしながら、我が国の既存住宅流通市場の現状をみてみると、既存住宅の流通量は年間
約17万戸程度であり、全住宅流通量に占める既存住宅の流通シェアも約14.7％にとどまり

（図表3-1-40）、Ԥ米諸国とൺべると既存住宅の流通シェアは̒分の̍程度と低い水準にある
（図表3-1-41）。

こうした状況を受けて、国においては既存住宅流通市場の活性化に向けて様々な施策を展
開しているところであり、以下に主な施策を記載する。

図表3-1-40 既存住宅流通シェアの推移
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14.414.414.4 10.010.010.0 11.711.711.7 13.713.713.7 16.716.716.7 14.714.714.7 16.116.116.1 15.915.915.9 15.715.715.7 15.515.515.5 16.316.316.3 16.916.916.9 17.617.617.6 16.216.216.2 17.517.517.5 18.618.618.6 17.117.117.1 16.716.716.7 15.115.115.1 17.117.117.1 16.916.916.9 16.516.516.5 16.716.716.7 15.515.515.5 16.916.916.9

166.3166.3166.3
170.7170.7170.7

137.0137.0137.0
140.8140.8140.8

148.6148.6148.6
157.0157.0157.0

147.0147.0147.0
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123.0123.0123.0
117.4117.4117.4

115.1115.1115.1
116.0116.0116.0

118.9118.9118.9
123.6123.6123.6129.0129.0129.0

106.1106.1106.1
109.3109.3109.3

78.878.878.8
81.381.381.3

83.483.483.4
88.388.388.3 98.098.098.0

8.08.08.0

5.55.55.5

7.97.97.9

8.98.98.9

10.110.110.1

8.68.68.6

9.99.99.9

8.88.88.8 10.210.210.2

11.511.511.5
11.911.911.9 12.112.112.1

13.013.013.0
12.312.312.3

13.113.113.1

13.513.513.5

12.112.112.1
11.511.511.5

12.412.412.4

13.513.513.5

17.617.617.6

16.816.816.8

16.716.716.7

14.914.914.9 14.714.714.7

出య：住宅・土地統計調査（総務省） 、住宅着工統計（国土交通省）
　：平成5（1993）年、平成10（1998）年、平成15（2003）年、平成20（2008）年、平成25（2013）年の
　　　既存住宅流通量は1 ʙ 9月分を通年に換算したもの。

既存住宅取引戸数 既存住宅流通シェア（右軸）新築住宅着工戸数

資料：総務省「住宅・土地統計調査」 、国土交通省「住宅着工統計」
　：平成̑（1993）年、平成10（1998）年、平成15（2003）年、平成20（2008）年、平成25（2013）年の既存住

宅流通量は̍ʙ̕月分を通年に換算したもの。
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図表3-1-41 既存住宅流通シェアの国際比較
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83.183.183.1
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68.468.468.4
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1,074 1,074 1,074 719 719 719 

資料：日本：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」、国土交通省「住宅着工統計（平成 26 年計）」（データは平成 25 年）
　　　アメリカ：U.S.Census #ureau 「New 3esidential Construction」,「National "ssociation of 3E"LTO3S」
 （データは平成 26 年）http://www.census.goW/http://www.realtor.org/
　　　イギリス：%epartment for Communities and Local GoWernment「)ousing Statistics」（データは平成 25 年）
 （http://www.communities.goW.uk/）
　　　フランス：MinistÈre de l�¬cologie, du %ÉWeloppement durable et de l�¬nergie「SerWice de l�ObserWation et  
 des StatistiRues」「Conseil gÉnÉral de l�enWironnement et du dÉWeloppement」（データは平成 25 年）
 http://www.driea.ile-defrance.deWeloppement-durable.gouW.fr

̍：フランス：年間既存住宅流通量として、毎月の既存住宅流通量の年換算値の年間平均値を採用した。
̎：住宅取引戸数は取引額 4 万ポンド以上のもの。なお、データ元である調査機関の )M3C は、
　　　このしきい値により全体のうちの 12％が調査対象からもれると推計している。

日本
平成25（2013）年

アメリカ
平成26（2014）年

イギリス
平成25（2013）年

フランス
平成25（2013）年

既存住宅取引戸数 既存住宅流通シェア新築住宅着工戸数

ʢطଘ住宅のݐධ価ϧʔϧのվળʣ
既存戸建て住宅の建物評価は、住宅の状態にかかわらず、一律に、築20ʙ25年程度で市

場価値がゼロとされるѻいが一般的である。このため、住宅の性能や維持管理の状態などが
適切に反映されておらず、結果として、住み替えや所有者による住宅の維持管理がされにく
くなっている。

こうした問題に対応するため、平成26年̏月に策定された「中古戸建て住宅に係る建物
評価の改善に向けた指針」では、住宅の性能やリフォームの状況等を建物評価に適切に反映
することを求めており、同指針の考え方を宅地建物取引業者に普及・定着させるため、平成
27年̓月に宅地建物取引業者が査定時に用いる「価格査定マニュアル」を改訂し、宅地建
物取引業者の実務における普及を図っている。また、同月に不動産鑑定士が既存戸建住宅の
鑑定評価を行うに当たっての留意点を策定した（図表3-1-42）。
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図表3-1-42 既存住宅の建物評価ルールの改善

既存戸建て住宅の建物評価の現状・課題 ・リフォームをしても価値の下落
ペースが変わらない
・建物がマイナス評価となる場合
もある

価格

築年

建
物

20～25年

流通市場において、戸建て住宅が一律に経年
減価し、築２０～２５年程度で市場価値がゼロ
となる慣行が存在。

建物評価改善の市場への定着に向けた取組

宅地建物取引業者の査定への反映不動産鑑定評価の実務への反映
平成27年7月に、宅建業者が値付けのための査定
に用いる「既存住宅価格査定マニュアル」を改訂

平成27年7月に「既存戸建住宅の評価に関する、
留意点」を策定

木造戸建て住宅の建物評価改善の方向性

①建物を基礎・躯体部分と内外装・設備部分に区分

②基礎・躯体は性能に応じて20年より長い耐用年数を設定
例：長期優良住宅：１００年超、住宅性能表示劣化対策等級３：75～90年等

③適切な内外装・設備の補修等を行えば、価値が回復・向上

■中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針（H26.3）
住宅の性能や維持管理の状態など、
個別の住宅の状態に応じて適切に評価。

Ａ：建物の耐用年数の把握
Ｂ：リフォームによる価値回復・
　  向上の反映方法を検討

価格

築年

建
物

20～25年

Ｂ

Ａ

資料：国土交通省資料

ʢطଘ住宅の࣭の向্ʣ
既存住宅流通の活性化に向けては、質の高い既存住宅の供給を促進していくことも重要で

ある。このため、国では、既存住宅の長寿命化に資するリフォームの取組に対して支援を行
う、長期優良住宅化リフォーム推進事業を実施している。具体的には、劣化対策、省エネ性
等の向上に資するリフォーム工事に対して支援を行っている（図表3-1-43）。

図表3-1-43 長期優良住宅化リフォーム推進事業

○インスペクションの実施

○性能の向上
・耐震性

・ 省エネルギー性

・ 劣化対策

・ 維持管理・更新の容易性
等

○維持保全計画・履歴の
作成

省エネルギー性

例）外壁の断熱

耐震性
例）軸組等の補強

劣化対策
例）床下防湿・防蟻措置○三世代同居改修

資料：国土交通省資料
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ʢطଘ住宅の࣭に対する不҆のղফʣ
既存住宅の売買にあたっては、通常、物件の質に対する買主の不安がある。このため、取

引の対象となる既存住宅の安全性や劣化の状態等を売買の際に買主が適切に把握することが
できる環境の整備や、万が一、売買の後にӅれた瑕疵が発見された場合等に備えたセーフ
ティネットの整備が必要である。

こうした問題に対応するため、国では、既存住宅売買瑕疵保険に関する仕組みの整備と
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」等を通じたインスペクションの普及促進を
行っている。インスペクションとは、専門的な知見を有する者が、建物の基礎、外壁等の部
位ごとに生じているひび割れ、雨࿙り等の劣化事象及び不具合事象の状況を目視、計測等に
より調査するもので、具体的には、基礎・壁・柱等における構造耐力上の安全性や、屋ࠜ・
外壁・開口部等における雨࿙り等の劣化事象等を調査するものである（図表3-1-44）。 

図表3-1-44 インスペクションの実施例

水平器による柱の傾きの計測 クラックスケールによる基礎のひび割れ幅の計測

資料：国土交通省資料

しかしながら、インスペクションの実施率・実施意向に関するアンケート調査によると、
実際にインスペクションを利用した者は、既存住宅の売却経ݧ者で15.3％、ߪ入経ݧ者で
7.2％にとどまっており、現状では、インスペクションの実施率は低いものとなっている（図
表3-1-45）。こうした現状を踏まえ、平成28年̎月に閣議決定・国会提出された宅地建物取
引業法の一部を改正する法律案では、既存住宅の取引時に、宅地建物取引業者が専門家によ
るインスペクションの活用を促すことで、既存住宅の買主が安心して取引できる市場環境を
整備すること等を目的に、所要の措置を講ずるとされた。具体的には、①宅地建物取引業者
がഔ介ܖ約を締結する際、あっせんの可൱を示した上で、既存住宅のߪ入予定者の意向に応
じてインスペクション業者をあっせんし、②重要事項આ明時に、宅地建物取引業者がインス
ペクションの結果を買主に対してઆ明するとともに、③売買ܖ約締結時には基礎、外壁等の
現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者から売主・買主に書面で交
付すること等を内容とする措置を講ずるとされた（図表3-1-46）。

142



図表3-1-45 インスペクションの実施率・実施意向

資料：（一社）住宅瑕疵担保責任保険協会（平成28年3月）

図表3-1-46 宅地建物取引業法の一部改正案における既存住宅取引時の情報提供の充実

申
込
み ①媒介契約締結

売却/購入申込み

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

契
約
手
続

依頼者の意向に応じ
インスペクション実施

【取引フロー】

①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者の
あっせんの可否を示し、媒介依頼者の
意向に応じてあっせん

②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買
主に対して説明

③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相
互に確認し、その内容を宅建業者から
売主・買主に書面で交付

� インスペクションを知らな
かった消費者のサービス利用
が促進

� 建物の質を踏まえた購入判断
や交渉が可能に

� インスペクション結果を活用
した既存住宅売買瑕疵保険の
加入が促進

� 建物の瑕疵をめぐった物件
引渡し後のトラブルを防止

【新たな措置内容】 【期待される効果】

資料：国土交通省資料

ʢ住宅ཤྺใのੵ・׆用ʣ
住宅の新築、改修、修સ、点検時等において、作成される設計図書や施工内容、点検結果

等の情報（住宅履歴情報）が蓄積される仕組みを整備し、これを活用した計画的な維持管理
や合理的なリフォームの実施、売買時の適切な評価等の普及・促進を図っている。

現在のところ、新築時やインスペクションの実施時等に得られた情報が住宅履歴情報とし
て有効に蓄積・活用できていない。このため、平成27年度より、住宅所有者が維持管理等
に容易に活用することができ、住宅所有者と多様な住宅関連ビジネスをつなぐプラット
フォームとしても利用できるような住宅情報の整理・蓄積・活用のための取組みについて補
助等の支援を実施している。
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ʢϚϯγϣϯの理ใの։ࣔଅ進ʣ
都市部における既存住宅の流通は、戸建て住宅よりも集合住宅の流通量が多いところ、大

規模修સの履歴といった管理組合が保有するマンションの管理情報については、外部からア
クセスしにくい状況にあった。このため、国においては、平成27年̏月、消費者が中古マ
ンションを安心してߪ入することが可能となるよう、マンションの管理の状況等に関する情
報の開示を促進する観点から、マンション標準管理規約にある修સ履歴等の管理情報に係る
規定等を見直し、大規模修સ工事の実施状況や予定、修સ積立金の積立状況などの情報を開
示する場合の条項を整備している。

ʢങऔൢ࠶Ϗδωεのଅ進ʣ
買取再販は、ノウハウを有する事業者が効率的・効果的に住宅ストックの質の向上を図る

事業形態であり、買主は住宅の質の安心を確保した上で入居することができるため、既存住
宅流通市場の拡大の起രࡎとして期待されている。

そこで、平成26年度より、買取再販事業者によって一定の質の向上を図るための改修工
事が行われた中古住宅を取得する場合、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例よ
り引き下げ、消費者の負担を軽減している。

また、平成27年からは、買取再販事業者が既存住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上
を図るための改修工事を行った後に住宅を再販売する場合に買取再販事業者に課される不動
産取得税の特例措置を講じている。具体的には、当該税額から当該住宅の築年月日に応じた
一定の額に税率を乗じて得た額を減額している（図表3-1-47）。

図表3-1-47 買取再販に係る税制優遇

㻌

資料：国土交通省資料

ʢ宅地ݐऔҾऀۀと関࿈αʔϏεऀۀࣄの࿈ܞのଅ進ʣ
既存住宅売買においては、インスペクション、リフォーム、瑕疵保険等の関連サービスが

存在しており、消費者が安心して取引を行うためには、物件の紹介とこれらの関連サービス
が一体的に提供される必要がある。このため、消費者の૭口となる宅地建物取引業者におい
て、これらの関連サービス事業者と連携をとりながら、ワンストップでサービスを提供する
役割が期待されている。

このため、国では、平成24年度から平成26年度にかけてインスペクションやリフォーム
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等の関連事業者と宅地建物取引業者が連携したワンストップのサービスの提供に係るビジネ
スモデルを検討する取組を支援した。平成27年度には既存住宅売買に係るഔ介時に宅建業
者が行う関連サービス事業者との連携業務のあり方について整理した（図表3-1-48）。

図表3-1-48 宅地建物取引業者と関連事業者の連携のイメージ

買主売主

リフォーム
業者

インスペクション
業者

不動産
鑑定業者

アフターサービス
保証提供者

ローン提供者
（地方銀行等）

宅建業者

関連事業者との
連携による
宅建業者の
提案力の向上

宅建業者において取引時に推奨すべき各種制度・サービス等を含む
標準的な既存住宅取引ルールを策定

正確で積極的な情報の
収集・開示の補助

（関連事業者との連携）

買主のニーズに応じた幅広い
情報提供・コンサルティング
（関連事業者との連携）

売主側宅建業者の役割 買主側宅建業者の役割

資料：国土交通省資料
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 第2節	 ଟ༷な不動産情報が流௨するࣾձへの対応
我が国の不動産市場においては、情報の非対শ性の存在が指ఠされており、市場の透明性

の向上が課題としてڍげられている。また、近年は災害の激甚化等に伴い、消費者の住まい
選の意識においても変化がみられ、消費者や投資家に対する情報提供の充実を図ることが
必要となっている。そこで、本節では、消費者や投資家による不動産市場に対する評価等を
整理しつつ、不動産情報の多様化に関する国や地方公共団体、民間企業等による取組の動向
について紹介する。

 1 զ͕国の不動産市場のಁ明性

ʢফඅऀの不動産औҾに対するҹとࢿՈにΑる不動産市場のධ価ʣ
国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」の結果によれば、消費者の

不動産取引に対するҹ象は、平成15年からൺֱしてやや減少向にあるものの、「難しくて
わかりにくい」、「なんとなく不安」という回が全体の約̒割を占め、ґ然として高い水準
となっている（図表3-2-1）。現在、不動産売買を考えている層については、̓割以上が「難
しくてわかりにくい」、「なんとなく不安」であるとしている（図表3-2-2）。

図表3-2-1 不動産取引に対する印象

（年度）
平成27

25

24

23

22

21

20

19

18

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

わかりやすくて簡単 その他 わからない 
難しくてわかりにくい なんとなく不安 特に不安は無い 

資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
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図表3-2-2 不動産取引に対する印象（不動産売買の経験別）

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）

不動産の売買をしたことがある

現在、不動産の売買を考えている

不動産の売買をしたことがない

わかりやすくて簡単 その他 わからない 
難しくてわかりにくい なんとなく不安 特に不安は無い 

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」

その理由は、「不動産の価格のଥ当性を判断しづらいから」が最も割合が高く、次いで
「不動産取引の流れが分かりづらいから」、「不動産の品質の良൱を見極めづらいから」とい
う理由が高い（図表3-2-3）。

図表3-2-3 不動産取引が「難しい」、「不安」と感じる理由

（％）

わからない

その他

不動産取引に必要な情報が分散しているから

不動産の物件数が多く、物件選びに困るから

税制優遇や補助金の給付条件が複雑であるから

不動産業者の数が多く、業者選びに困るから

契約関係が複雑であるから

価格が景気によって大きく変動するから

不動産の品質の良否を見極めづらいから

不動産取引の流れが分かりづらいから

不動産の価格の妥当性を判断しづらいから

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

3

1

12

14

20

26

27

30

34

40

44

333

111

121212

141414

202020

262626

272727

303030

343434

404040

444444

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」
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国内投資家の評価についてみると、不動産以外の国内金融商品や国外不動産市場とൺֱし
た投資判断時における諸要素の重視度及び現状の認識・評価をฉいた、国土交通省「国内投
資家アンケート調査」によると、「不動産投資関連情報の充実度」、「不動産投資関連情報の
入手容易性」はいずれも約̓割が重要であるとえているものの、̏分の̍以上が不十分で
あると回している（図表3-2-4、5）。

図表3-2-4 不動産以外の国内金融商品及び国外不動産市場と比較した投資判断時にお
ける諸要素の重視度

0 20 40 60 80 100
（％）

不動産投資関連情報の入手容易性

不動産投資関連情報の充実度

28.9

25.4

47.2

47.5

19.4

20.4

1.7

3.9

2.8

2.8

28.928.928.9

25.425.425.4

47.247.247.2

47.547.547.5

19.419.419.4

20.420.420.4

1.71.71.7

3.93.93.9

2.82.82.8

2.82.82.8

あまり重要でない 重要でない大いに重要 概ね重要 どちらでもない

資料：国土交通省「平成26年度国内投資家アンケート調査」

図表3-2-5 不動産以外の国内金融商品及び国外不動産市場と比較した投資判断時にお
ける諸要素の現状認識・評価

0 20 40 60 80 100
（％）

不動産投資関連情報の入手容易性

不動産投資関連情報の充実度

1.7

1.2

22.7

22.8

37.8

41.5

30.8

29.2

7.0

5.3

1.71.71.7

1.21.21.2

22.722.722.7

22.822.822.8

37.837.837.8

41.541.541.5

30.830.830.8

29.229.229.2

7.07.07.0

5.35.35.3

やや不充分 きわめて不充分充分である 概ね充分 どちらでもない

資料：国土交通省「平成26年度国内投資家アンケート調査」
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海外投資家の評価をみると、投資地域の選に際して重視する項目と日本の不動産市場に
対する評価をฉいた、国土交通省「海外投資家アンケート調査」によると、「不動産投資関
連情報の充実度」は約45％が重要であるとし、「不動産投資関連情報の入手容易性」は約
35％が重要であるとした。一方で、これらについての我が国市場への評価（%I）は、北米、
Ԥभ、オセアニア等とൺֱして低いものとなっている（図表3-2-6）。

図表3-2-6 投資地域の選択に際して重視する項目と日本に対する評価比較

－20
－40
－60

－20
－40
－60

100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

不動産市場の規模

不動産市場の成長性

不動産市場の安定性

不動産市場の流動性

不動産市場における
商品（不動産）の多様性

不動産市場における平均的な利回り

不動産投資リスクの水準税優遇等の不動産投資における
インセンティブの充実度

不動産投資関連情報の充実度

不動産投資関連情報の
入手容易性（透明性）

不動産投資における
資金調達の容易さ

不動産投資関連制度の安定性

信頼できるパートナーの存在

重視度 日本 北米 欧州 日本を除くアジア オセアニア

資料：国土交通省「平成25年度海外投資家アンケート調査」

ʢ市場のಁ໌ੑの向্ʣ
以上のとおり、消費者における不動産取引に対するҹ象や、国内・海外投資家による我が

国の不動産市場に対する評価を踏まえると、我が国の不動産市場については、市場の透明性
の向上が課題であると考えられる。実際に、ジョーンズ ラング ラサール社が定期的に公表
している「グローバル不動産透明度調査」おける不動産透明度インデックスによると、平成
26年の我が国の不動産透明度は26位とされ、経済がൺֱ的高度に発展している国としては
低い評価となっている（図表3-2-7）。その理由としては、賃料、利回り、需給に関するマー
ケットの基礎的データがൺֱ的ܽしていることなどがڍげられており、消費者・投資家に
対する不動産情報を一層、充実していくことが求められる。
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図表3-2-7 不動産透明度インデックス消費者における住まい選択への意識

2014年 不動産透明度インデックス

不動産透明度 総合
ランク 市場 総合スコア

高

1 英国 1.25
2 米国 1.34
3 オーストラリア 1.36
4 ニュージーランド 1.44
5 フランス 1.52
6 カナダ 1.52
7 オランダ 1.57
8 アイルランド 1.62
9 フィンランド 1.69

中高

10 スイス 1.73
11 スウェーデン 1.79
12 ドイツ 1.79
13 シンガポール 1.81
14 香港 1.87
15 ベルギー 1.92
16 デンマーク 1.96
17 ポーランド 2.02
18 スペイン 2.05
19 ノルウェー 2.07
20 南アフリカ 2.09
21 オーストリア 2.10
22 イタリア 2.10
23 ポルトガル 2.18
24 チェコ共和国 2.20
25 ハンガリー 2.21
26 日本 2.22
27 マレーシア 2.27
28 ブラジルTier1都市 2.44

中

29 台湾 2.55
30 ルーマニア 2.56
31 イスラエル 2.63
32 スロバキア 2.66
33 ギリシャ 2.71
34 トルコ 2.72
35 中国Tier1都市 2.73
36 タイ 2.76
37 ロシアTier1都市 2.82
38 フィリピン 2.84
39 インドネシア 2.85
40 インドTier1都市 2.86
41 メキシコ 2.89
42 インドTier2都市 2.90
43 韓国 2.90
44 プエルトリコ 2.95
45 ブラジルTier2都市 2.95
46 クロアチア 3.00
47 中国Tier2都市 3.04
48 ボツワナ 3.09
49 UAE-ドバイ 3.11
50 インドTier3都市 3.14
51 モーリシャス 3.14

不動産透明度 総合
ランク 市場 総合スコア

中

52 チリ 3.19
53 UAE-アブダビ 3.20
54 中国Tier3都市 3.26
55 ケニア 3.29
56 ケイマン諸島 3.29
57 アルゼンチン 3.37
58 カタール 3.37
59 ロシアTier2都市 3.37
60 バーレーン 3.40
61 ペルー 3.44

中低

62 スロベニア 3.47
63 ザンビア 3.49
64 コロンビア 3.54
65 セルビア 3.55
66 ブルガリア 3.55
67 サウジアラビア 3.57
68 ベトナム 3.59
69 ヨルダン 3.62
70 ロシアTier3都市 3.63
71 マカオ 3.65
72 エジプト 3.67
73 パナマ 3.70
74 ウクライナ 3.71
75 クウェート 3.74
76 モロッコ 3.76
77 ウルグアイ 3.77
78 コスタリカ 3.81
79 バハマ 3.83
80 オマーン 3.88
81 レバノン 3.90
82 ウガンダ� 3.97

低

83 ガーナ 3.98
84 カザフスタン 3.98
85 ジャマイカ 4.01
86 ナイジェリア 4.03
87 ベネズエラ 4.11
88 モザンビーク� 4.20
89 グアテマラ 4.20
90 アルジェリア 4.20
91 ドミニカ共和国 4.21
92 チュニジア 4.23
93 パキスタン 4.25
94 ベラルーシ 4.29
95 アンゴラ 4.36
96 ホンジュラス 4.41
97 イラク 4.45
98 エチオピア� 4.46
99 モンゴル 4.47
100 ミャンマー� 4.48
101 セネガル� 4.52
102 リビア* 4.63

「�」は2014年に新たに加えられた市場
資料：ジョーンズ ラング ラサールג式会社、ラサールインベストメントマネジメントג式会社「2014年度版グローバ

ル不動産透明度調査」
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ʢফඅऀҙࣝのߴ·Γʣ
自らの消費生活において必要な知識や情報を収集する等、主体的な行動をとる消費者が増

加している。消費者として心がけている行動についてฉいた、消費者庁「消費者意識基本調
査」によると、「表示やઆ明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選
する」ことについて、平成26（2014）年度調査で78.1％が「心ֻけている」と回し、平成
24（2012）年度調査にൺべて11.4ポイント上ঢした。また、「トラブルに備えて、対処方法
をあらかじめ準備・確認しておく」ことについては、37.2％が「心ֻけている」と回し、
平成24（2012）年度調査にൺべ8.7ポイント上ঢした。「商品やサービスについて問題があ
れば、事業者にਃ立てを行う」ことについては、「心ֻけている」が50.9％と平成24年度

（2012）調査の46.1％より4.8ポイント上ঢし、問題があった場合に事業者にਃ立てを行うと
いう回が半数を超える結果となり、消費者意識の高まりがうかがわれる（図表3-2-8）。

図表3-2-8 消費者として心がけている行動

（年度）
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32.432.432.4

34.334.334.3

26.526.526.5
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15.915.915.9

23.823.823.8

25.625.625.6

26.626.626.6

5.75.75.7

7.47.47.4

8.38.38.3

4.34.34.3

5.05.05.0

5.15.15.1

7.77.77.7

8.58.58.5

8.18.18.1

6.96.96.9

7.87.87.8

8.68.68.6

1.31.31.3

1.71.71.7

1.61.61.6

0.20.20.2

0.20.20.2

0.40.40.4

0.30.30.3

0.20.20.2

0.50.50.5

0.20.20.2

0.20.20.2

0.40.40.4

0.10.10.1

0.10.10.1

0.40.40.4

4.54.54.5

4.64.64.6

あまり心掛けていない ほとんど・全く心掛けていない 無回答
かなり心掛けている ある程度心掛けている どちらとも言えない

表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択する

トラブルに備えて、対処方法をあらかじめ準備・確認しておく

商品やサービスについて問題があれば、事業者に申立てを行う

環境に配慮した商品やサービスを選択する

資料：国土交通省「海外投資家アンケート調査」
̍：消費者庁「消費者意識基本調査」（平成26年度）により作成
̎：「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心ֻけていますか。」との問に対する回
̏：回者数は平成24年度は6,690人、平成25年度は6,528人、平成26年度は6,449人
̐：四ࣺ五入のため合計は必ずしも一致しない
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ʢ災のܹਙԽと災ϦεΫධ価Λ౿·͑ͨ住·͍બʣ
近年、時間雨量50mmを超える降雨の発生回数が増加しており、予測困難で局所的かつ集

中的な災害が発生している（図表3-2-9）。平成26年８月20日には、広島県広島市で甚大な
土砂災害が発生したほか、平成27年̕月10日にはҵ城県常総市でَౖ川が氾濫した。また、

IPCC	 候変動に関する政府間パネル（IntergoWernmental Panel on Climate Changeؾ ） 第
̑次評価報告書によると、21世ل（2081ʙ2100年）における世界平均地上ؾ温は1986年
ʙ2005年平均に対して0.3ʙ4.8ˆ上ঢし、中Ң度の域では極な降水がより強く、より頻
発する可能性が非常に高いとされており、強度の強い降雨による風水害がより激甚化するこ
とがݒ念されている。さらに、南海トラフ地震の発生もݒ念されており、最大震度̓で34
̼の津波が想定され、甚大な被害をもたらすことが見込まれている（図表3-2-10）。

図表3-2-9 １時間降水量50mm以上の年間発生回数(アメダス1,000地点あたり)
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［アメダス］1時間降水量50mm以上の年間観測回数

10年あたり19.9回増加、1976年から2015年のデータを使用
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資料：ؾ象庁資料
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図表3-2-10 南海トラフ地震における最大クラスの津波高

資料：内閣府「平成26年防災白書」

現在、激甚化する土砂災害・水災害に備えて、災害のおそれのある地域を指定してハザー
ドマップの作成等の警戒避難態勢の整備等を行う取組が進んでいる。土砂災害防止法に基づ
く土砂災害警戒区域は43.8万箇所で指定（平成28年̏月時点）されており	図表3-2-11
、
津波防災地域づくり法	平成23年施行
に基づく津波災害警戒区域は徳島県、山口県、੩Ԭ
県（東ҏ౾町、河津町）で指定（平成28年̏月時点）されている（図表3-2-12）。

図表3-2-11 土砂災害警戒区域等の区域総数の推計値と区域指定状況

15,000

10,000

5,000

0
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30,000

35,000
（区域数）

資料：国土交通省資料より作成
˞̍：土砂災害警戒区域の総区域数の推計値
　　　都道府県により推計した、土砂災害警戒区域の総数
　　　平成 28 年 3 月時点の値であり、基礎調査の進捗に伴い変更の可能性がある
˞̎：土砂災害警戒区域　（イエロー：警戒避難体制の整備）　（土砂災害防止法）　ʪ 1/2,500 の地形図より抽出ʫ
　　　土砂災害が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
˞̏：土砂災害特別警戒区域　（レッド：開発行為に対する規制）　（土砂災害防止法）
　　　土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合には建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が
　　　生ずるおそれがあると認められる土地の区域
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図表3-2-12 津波浸水想定の設定、津波災害警戒区域の設定及び推進計画の作成状況

焼津市浜松市

串本町

宮崎市

磐田市

凡 例
・・・津波浸水想定設定済み（２７府県）
・・・推進計画作成済み（５市町）
・・・津波災害警戒区域 指定済み（３県）

焼津市浜松市

串本町串本町

宮崎市

磐田市
焼津市

磐田市
焼津市

磐田市

南海トラフ巨大地震モデル検討会（第二次報告）の
南海トラフの巨大地震の津波断層モデル
（内閣府／平成24年8月2�日�公表）

日本海における大規模地震に関する検討会の
津波断層モデル

（国土交通省・内閣府・文部科学省／
平成26年8月26日�公表）

東北地方太平洋沖地震
津波断層パラメータ

（内閣府／平成24年�月1日�公表）

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震
モデル検討会において検討中

（内閣府）

首都直下地震モデル検討会の
相模トラフの津波断層モデル

（内閣府／平成25年12月1�日�公表）

：我が国のྖ土をཏ的に記したものではない

設定済みの府県名 設定日
茨城県 平成２４年 ８月

青森県（下北八戸沿岸の一
部） 平成２４年１０月

徳島県 平成２４年１２月
高知県 平成２４年１２月
宮崎県 平成２５年 ２月

青森県（陸奥湾、下北八戸沿
岸の残部） 平成２５年 ２月

熊本県 平成２５年 ４月
岡山県 平成２５年 ４月
和歌山県 平成２５年 ４月
広島県 平成２５年 ４月
香川県 平成２５年 ４月
愛媛県 平成２５年 ６月
大阪府 平成２５年 ８月

静岡県（遠州灘、駿河湾沿岸、
伊豆半島沿岸の一部）

平成２５年１１月

山口県（瀬戸内海沿岸） 平成２６年 １月

指定済みの県名 指定日
徳島県 平成２６年  ３月
山口県（瀬戸内海沿岸） 平成２７年  ３月
山口県（日本海沿岸） 平成２８年  ２月
静岡県（東伊豆町、河津
町） 平成２８年  ３月

作成済みの市町村名 指定日
静岡県 焼津市 平成２６年  ３月
静岡県 浜松市 平成２６年  ４月
和歌山県 串本町 平成２７年  ３月
宮崎県 宮崎市 平成２７年  ３月
静岡県 磐田市 平成２７年１１月

設定済みの府県名 設定日

兵庫県（阪神、淡路、神戸、
播磨地域） 平成２６年 ３月

大分県 平成２６年 ３月
長崎県 平成２６年 ４月
鹿児島県 平成２６年 ９月
愛知県 平成２６年１１月

青森県（津軽、陸奥湾沿岸、
下北八戸の一部（変更））

平成２７年 ３月

山口県（日本海沿岸） 平成２７年 ３月
沖縄県 平成２７年 ３月
三重県 平成２７年 ３月
神奈川県 平成２７年 ３月
佐賀県 平成２７年 ７月

静岡県（伊豆半島沿岸の一
部） 平成２７年 ８月

福岡県 平成２８年 ２月
山形県 平成２８年 ３月
京都府 平成２８年 ３月
秋田県 平成２８年 ３月

津波浸水想定 津波災害警戒区域

推進計画

※津波浸水想定の設定日は「津波防災地域づくりに関する法律」第８条第４項に基づく国土交通大臣への報告日による

平成28年�月28日現在

資料：国土交通省資料
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国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」によると、土砂災害等の災
害危険区域に自らの住居が指定された場合、住居の移転を検討する消費者の割合は約̐割に
上った（第̍部第̎ষ第̏節図表2-3-6）。これを年齢別にみると、30ࡀ代、40ࡀ代の回割
合が高く、年齢が上ঢすればするほど住居の移転を検討する割合が低下した（図表3-2-13）。
また、不動産のߪ入等に際して不動産価格以外に参考にした情報としては、「周辺の公共施
設等の立地状況・学区情報」が58％と最も高かったものの、「ハザードマップ等の災害に関
する情報」も21％とൺֱ的高かった（図表3-2-14）。さらに年齢別にみると、「ハザードマッ
プ等の災害に関する情報」は、60ࡀ以上とൺべて59ࡀ以下の年齢層の回割合がやや高く、
若年層や中高年層の間で住まい選における災害情報への関心の高まりがうかがわれる（図
表3-2-15）。

図表3-2-13 居住地が災害危険区域に指定された場合の対応
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28.428.428.4

29.329.329.3

30.630.630.6

22.522.522.5

35.335.335.3

45.545.545.5

42.842.842.8

44.444.444.4

42.542.542.5

52.352.352.3

23.123.123.1

12.812.812.8

14.414.414.4

9.49.49.4

10.910.910.9

5.45.45.4

0.50.50.5

0.00.00.0

0.80.80.8

0.00.00.0

0.00.00.0

0.00.00.0

9.79.79.7

5.05.05.0

3.63.63.6

2.32.32.3

3.13.13.1

4.54.54.5

70歳以上

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」

災害危険区域外へ転居したいが、現実的にはおそらく転居しない
災害危険区域に指定されたことをもって転居することはない その他 わからない

積極的に災害危険区域外へ転居する できる限り災害危険区域外へ転居する

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」
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図表3-2-14 不動産取引時に価格以外に参考にする情報

（％）

わからない

その他

高さ規制等の法令制限に関する情報

過去の取引履歴

ハザードマップ等の災害に関する情報

住宅の維持保全に関する情報

周辺の公共施設等の立地状況・学区情報
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資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」
資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」

図表3-2-15 不動産取引時に価格以外に参考にする情報（年齢別）
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（％）

70歳以上

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」

ハザードマップ等の災害に関する情報 過去の取引履歴 
高さ規制等の法令制限に関する情報 その他 わからない

周辺の公共施設等の立地状況・学区情報 住宅の維持保全に関する情報 

資料：国土交通省「平成27年度土地問題に関する国民の意識調査」
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 2 不動産情報のଟ༷化に関する取組

ʢ̍ʣ基ૅ的な土地ใの整備・ఏڙ
我が国における土地に関する権利関係等の記録は、登記所が保有する登記及び地図に表

され、一般に公示されているものの、現在登記所に備え付けられている地図の約半分は、明
治時代ॳ期に行われた地ે改正の際に作成された図面等をもとにしたものであり、公図に表
された土地の境界、形状等は現状と一致しない場合が多く、登記に記載された土地の面積
も正確ではない場合もあるのが実態であり、不動産取引の基礎となる土地情報の整備に課題
がある。

ʢ地੶整備の推進ʣ
こうした状況に対応するため、国では地籍整備の推進を行っている。地籍の整備は、主に

市町村が実施主体となって個々の土地の境界や面積等を調査する地籍調査等27 により進めら
れており、その成果は、土地取引、民間開発事業・インフラ整備の円滑化のほか、事前防災
や被災後の復旧・復興の迅速化等に大きく貢献している。

地籍調査により土地に関する基本的な情報である地籍が整備されると、その成果である地
籍及び地籍図は、都道府県による認証後、市町村に保管され一般の閲覧に供されるととも
に、その写しが管轄登記所に送付される。そして、登記所において地籍の内容が登記記録
に反映されるとともに、地籍図が不動産登記法第14条第̍項で定める地図として備え付け
られる。これにより、地籍調査により明らかとなった正確な土地の境界や地積等の情報が一
般に提供されることとなり、不明確な土地境界によるリスクや国民の不安が解消され、土地
取引や開発事業用地の取得等が円滑にできるようになるなど、透明性の高い市場の整備に貢
献することとなる。

このため、国は、国土調査促進特別措置法に基づき国土調査事業十箇年計画を策定して計
画的に地籍整備を促進し、現在は、平成22年に閣議決定された第̒次国土調査事業十箇年
計画（以下「第̒次計画」という）に基づき整備を進めている。第̒次計画では、優先的に
地籍を明確にすべき地域を中心に、21,000ὕの地域で地籍調査を実施するとともに、特に進
捗がれている都市部の地籍調査（図表3-2-16、17）を促進するため、地籍調査の前段とし
て国直轄で官民境界情報28 を整備する調査（都市部官民境界基本調査）を1,250ὕ実施する
ことなどを目標としている。

2 7  地籍整備には、地籍調査のほか、法務局・地方法務局が実施主体となる登記所備付地図作成作業がある。
2 8  「官民境界情報」とは、地域のࠎ格となる道路等の官有地と民有地間の境界情報を指す。
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図表3-2-16 地籍調査の実施状況（進捗率（面積ベース））

沖縄
鹿児島
宮崎
大分
熊本
長崎
佐賀
福岡
高知
愛媛
香川
徳島
山口
広島
岡山
島根
鳥取

和歌山
奈良
兵庫
大阪
京都
滋賀
三重
愛知
静岡
岐阜
長野
山梨
福井
石川
富山
新潟

神奈川
東京
千葉
埼玉
群馬
栃木
茨城
福島
山形
秋田
宮城
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（％）
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363636

222222
676767
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515151｠｠｠

（平成26年度末）

進捗率・全国51%

・・・80%以上
・・・60%以上80%未満
・・・40%以上60%未満
・・・20%以上40%未満
・・・20%未満

資料：国土交通省資料
　：我が国のྖ土をཏ的に記したものではない

図表3-2-17 地籍調査の実施状況（進捗率）

対象面積
（km2）

実績面積（km2）
（平成26年度末）

進捗率（％）
（平成26年度末）

ＤＩＤ 12,255 2,884 24

非
Ｄ
Ｉ
Ｄ

宅地 17,793 9,484 53

農用地等 72,058 52,435 73

林地 184,094 80,928 44

三大都市圏 286,200 145,731 51

資料：国土交通省資料
̍：対象面積は、全国土面積（377,880km2）から国有林及び公有水面等を除いた

面積である
̎：̙̞̙は、国勢調査による人口集中地区のこと。%ensely Inhabited %istrict

の略。人口密度4,000人/km2以上の国勢調査上の基本୯位区が互いに隣接し
て、5,000人以上の人口となる地域

̏：都市部官民境界基本調査と山村境界基本調査の実績分を含む
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コラム 地籍調査における新ٕज़の活用

地੶ௐࠪに͓͚るଌྔ（地੶ଌྔ）では、地のڥքをࣔすචք点のҐஔをଌྔするため、චք
点間のڑと֯度をଌ定するଌྔػ（トーλϧステーション）を用いたଌྔがߦΘれてきたが、ۙ
年、(14等のଌҐӴを用いたଌྔٕज़（(/44ଌྔ）のීٴやଌྔثػ等の高度化によΓ؆ศ
かͭ高ਫ਼度なଌྔがՄとなͬてきた。
そこで、このような新ٕज़の活用による地੶ଌྔのޮ化・高度化に͚て、ҎԼのऔをͬߦ

ている。

①電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量の導入
地੶ਤࠜଟ֯ଌྔٴͼ地੶ࡉ෦ଌྔの基४となる点を設ஔするためのଌྔであ

る地੶ਤࠜ֯ࡾଌྔに͓いて、ి子基४点のみを༩点としたଌྔख๏を平成27
年̐月よΓಋೖしਪ進している。通ৗのଌྔでは、༩点（࠲標がかͬている点）
と新点（新たに࠲標をٻめる点）にଌྔثػを設ஔし、新点の࠲標をٻめるが、
本ख๏をಋೖすることで、༩点に͓͚るثػ設ஔや؍ଌ࡞業のলུがՄとなΓ、
地੶ଌྔのޮ化がਤられる。

②GNSS測量による単点観測法を用いた一筆地測量の普及・啓発
(/44ଌྔ（ネットϫーク型35,๏）による୯

点؍ଌ๏がීٴしたことで、地੶ਤࠜ֯ࡾଌྔ、地
੶ਤࠜଟ֯ଌྔ、ࡉ෦ਤࠜଌྔの֤ఔをলུし、
චք点্での10ඵఔ度の؍ଌによΓචք点のҐஔ
をٻめることがՄとなͬた。そこで、地੶ଌྔの
ޮ化を進めるため、国ではマχϡΞϧ等をඋし、
かかる୯点؍ଌ๏のීٴにめている。

③地籍調査作業規程準則の一部改正
地੶ଌྔに͓いて、(/44ଌྔや高ਫ਼度なثػに

よるଌྔを本֨ಋೖするため、平成28年̐月、地
੶ௐࠪの標४的なख๏を定める地੶ௐࠪ࡞業規ఔ४
ଇ（昭和32年૯ཧྩୈ71߸）にͭいて、ଌྔख
๏に合Θͤてվਖ਼をͬߦた。ɹ

［電子基準点］

資料：いずれも国土交通省資料
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ʢ̎ʣ不動産の価֨に関するใのఏڙ
不動産は、一般的な財とൺべて取引の頻度が高いものではなく、また、同一であるものが

ೋつとしてないという個別性の強い財でもある。さらに、価格は景ؾや取引の事情によって
も大きくࠨӈされることから、不動産の適正な価格が不透明になりがちである。そこで、以
下では、不動産の価格に関する情報提供の動向について紹介する。

ʢ地価ެࣔの実施ʣ
地価公示とは、土地鑑定委員会が毎年̍回、標準値の正常な価格を公示するものであり、

一般の土地取引の指標、不動産鑑定評価の規準、公共事業用地取得価格の算定の規準となる
ことが地価公示法で定められている。また、土地基本法により、相続税評価額や固定資産税
評価額の基準ともなっている。平成28年地価公示については、全国25,270地点（うち、原
子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内の15地点については調査を休止）の
標準地で実施した結果に基づき、地価動向の分析結果を公表した。地価公示の結果は、都道
府県地価調査の結果とともに「標準地・基準地検索システム」で公表しており、公示地点の
̍ᶷあたりの価格や地積、形状、周辺の土地利用の状況等について閲覧することが可能と
なっている（図表3-2-18）。

図表3-2-18 標準地・基準地検索システムの画面イメージ

資料：国土交通省資料
　：我が国のྖ土をཏ的に記したものではない
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ʢ不動産のऔҾ価֨ใ及ͼ価֨ࢦのఏڙʣ
国土交通省では、平成18年̐月より、登記情報をもとにした不動産取引当事者へのアン

ケート調査の結果から、実際の取引価格に関する情報について、個人情報ൿಗ処理等を行っ
た上で、四半期ごとに土地総合情報システムにより公開している。これにより、今まで一般
消費者や投資家が容易に知ることができなかった不動産の取引価格に関する情報を広く提供
している。また、平成28年̐月には、土地総合情報システムから不動産取引価格情報の複
数年一ׅダウンロードを可能にするとともに（図表3-2-19枠内参র）、"PI（アプリケー
ション・プログラミング・インターフェース："pplication Programming Interface）を通
じた情報提供を開始し、利用価値の向上・Ϣーザーの利便性の向上等を図っている。

また、平成24年８月より、不動産取引価格情報をもとに、Eurostat等の国際機関が作成
した指針に基づいた不動産価格指数（住宅）の公表を毎月行っている。これに加え、平成
28年̏月からは、不動産価格指数（商業用不動産）のݧࢼ運用を開始した。不動産価格指
数（商業用不動産）は、ళฮ、オフィス、倉庫、工場、マンション・アパート（一౩）、商
業地、工業地の̓区分別に、全国、都市圏別（̏区分）、都道府県別（東京都、大ࡕ府、Ѫ
知県）の不動産価格の動向を示すものであり、全国及び都市圏別の不動産価格指数は四半期
ごとの、都道府県別の不動産価格指数は年次の指数を公表している。これにより、不動産価
格の動向についての適時・的確な把握が可能となっている。

図表3-2-19 不動産取引価格情報及び不動産価格指数の提供イメージ

資料：国土交通省資料
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ʢ̏ʣ災ϦεΫใのఏڙ
不動産ߪ入者等が物件選びを行う際に、土地ごとの災害の危険性を理解した上で物件の選

を行うことを促進するためには、個別の土地における災害リスクについて、地方公共団体
等が情報を収集・整理するとともに、得られた情報を様々な方法を用いてわかりやすく正確
に伝えることが必要である。

地域住民が入手できる災害リスク情報のひとつであるハザードマップについては、災害の
種類によっては未整備のものも多く（図表3-2-20）、土地の災害リスクに係る情報整備は引
き続き重要な課題となっている。また、災害リスクが過大・過小に受け止められることのな
いよう、情報の発信についても適切に行われることが求められている。

図表3-2-20 各種ハザードマップの公表状況

津波ハザードマップ 高潮ハザードマップ 火山ハザードマップ土砂災害ハザードマップ洪水ハザードマップ 内水ハザードマップ
公表済37火山

（平成27年3月末現在）
公表済　121町村

（平成27年3月末現在）
公表済　560市町村

（平成27年3月末現在）
公表済　318市区町村
（平成27年3月末現在）

公表済　1,284市町村
（平成27年3月末現在）

公表済　1,373市町村
（平成27年3月末現在）

未公表

対象
47火山

未公表

未公表

未公表

未公表

対象
1,311
市町村

対象
1,605
市町村

未公表

対象
671
市町村

対象
645
市町村

対象
484

市区町村

未公表

対象
47火山

未公表

未公表

未公表

未公表

対象
1,311
市町村

対象
1,605
市町村

未公表

対象
671
市町村

対象
645
市町村

対象
484

市区町村

資料：国土交通省資料

ʢਫ๏のվਖ਼ʣ
洪水については、水防法に基づき、国・都道府県が浸水想定区域を指定した場合、市町村

がハザードマップを作成し、災害リスク情報や避難場所等を住民等へ周知するとされている
が、近年、洪水のほか内水や高潮によっても、従来の想定を超える浸水被害が多発してい
る。このため、施設計画の規模を超える洪水に対する避難体制の充実・強化と、内水・高潮
に対する避難態勢の充実・強化が課題となっている。

これを踏まえて、平成27年̑月に、「水防法等の一部を改正する法律」が改正され、現行
の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域に拡充す
るとともに、これまで法律上規定のなかった内水・高潮に係る浸水想定区域について、新た
に想定しうる最大規模の浸水想定区域を公表する制度を創設することとなった。また、水防
法の改正に伴い、「洪水浸水想定区域図作成マニュアル」が改訂され、屋内安全確保（垂直
避難）の適൱の判断等に活用するため、洪水時に家屋倒壊等をもたらすような氾濫流等が発
生するおそれがある区域を「家屋倒壊等氾濫想定区域」として浸水想定区域図に表示するこ
とや、浸水継続時間を表示する等、洪水浸水想定区域図の改善が図られている（図表3-2-
21、22）。
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図表3-2-21 家屋倒壊等氾濫想定区域の表示例

資料：国土交通省資料

図表3-2-22 浸水継続時間の表示例

※浸水想定区域とは別図で作成

凡 例
浸水継続時間
（浸水深0.5m以上）

4週間以上
2週間～4週間
1週間～2週間
3日間～ 1週間
1日間～ 3日間
12時間～1日間

12時間未満または
浸水深0.5m未満

※イメージ

市町村界
浸水想定区域の指定対象と
なる洪水予報河川

資料：国土交通省資料
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ʢʮࠃ土ަ௨লϋβʔυϚοϓϙʔλϧαΠτʯのఏڙʣ
「国土交通省ハザードマップポータルサイト」では、全国の市町村が作成した洪水・内

水・土砂災害・高潮等の様々な種類のハザードマップの閲覧に加え、浸水想定区域や道路ף
水想定箇所、川や沼であった場所を埋め立てた土地（旧河道等）や標高図等、様々な防災に
役立つ情報を地図や空中写真に重Ͷ合わせて閲覧することが可能となっており、住民による
災害危険性の確認や避難先・避難ルート・避難方法の検討、行政による防災計画や避難計画
等の策定、公共施設の立地検討・安全度評価、まちづくりの検討、住民や要配慮者施設等へ
の意喚起への利用が可能となっている（図表3-2-23）。

図表3-2-23 国土交通省ハザードマップポータルサイト

資料：国土交通省資料

˙ 不動産情報のଟ༷化に向けたઌ進的な取組

不動産ߪ入者等が住宅等の物件選びを行う際に、土地ごとの災害の危険性を理解した上で
物件の選を行うことができるよう、行政・民間の関係者が一体となってਚ力している事例
として、広島県、（公社）広島県宅地建物取引業協会及び（公社）全日本不動産協会広島県
本部（以下、「協会」という）の取組を紹介する。

˔不動産औҾのػձΛଊ͑ͨ災ใのप
平成26年８月20日、前日から降りいͩ豪雨により、広島県広島市安佐北区及び安佐南

区で甚大な土砂災害が発生した（ࢮ者数は76人（災害関連̎ࢮ人を含む））。これを受け
て、広島県では災害ࢮゼロを新たな目標としてܝげた条例を平成27年̏月に制定し，̐月
よりʰ広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動ʱを開始した。

この取組の一環として、平成27年̏月、広島県及び協会は、「不動産取引の機会をଊえた
防災情報の周知に関する協力協定」を締結した。具体的には、県内の宅地建物取引業者の事
務所にマップを配備し、物件のઆ明の際にはސ客に対してハザードマップ等を提示し、物件
の位置をઆ明することを内容としている。これを支援するため、県・協会は宅地建物取引業
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者への研修等を行い、市町はハザードマップ等の提供を行っている（図表3-2-24）。
不動産取引時にハザードマップ等が周知されることで、災害発生時の避難行動の迅速化等

の効果がもたらされることが期待されており、また、宅地建物取引業者にとっても、ハザー
ドマップ等について情報提供することで、ߪ入者等から宅建業者への信用を得ることができ
るというଆ面がある。　

図表3-2-24 ハザードマップに関する情報提供の流れ

資料：広島県資料

ʢ̐ʣ不動産の環境ੑの向্とੑදࣔ
近年、予測困難で局所的かつ集中的な災害が発生しているが、今後、ؾ候変動により、ま

すます災害が激化することがݒ念されている。こうしたؾ候変動へのݒ念に対し、エネル
ギー消費量がൺֱ的多いとされる不動産分野においても、省エネルギー化等の環境性能の向
上を図る取組や不動産の環境性能の表示を促す仕組みが整備されつつある。

ʢݐஙのΤωϧΪʔফඅੑの向্に関する๏の੍ఆʣ
平成27年̓月、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律が制定された。本法では、①大規模非住宅建築物の省エネルギー
基準適合義務等の規制措置と、②全ての建築物を対象とした省エネルギー基準に適合してい
る旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じてお
り、それぞれ段階的に施行するとしている。上記、②の表示制度及び容積率特例について
は、平成28年̐月̍日に施行され、①の規制措置についても、平成29年に施行が予定され
ている。

˙ 不動産情報のଟ༷化に向けたઌ進的な取組

不動産ߪ入者の住まい選びにおいては、;E)（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）29 等の
環境性能の高い住宅がঃ々に市場に流通しつつあるが、住宅ストックの約̐割を占める賃貸
住宅については、環境性能の向上にかかる設備投資が賃料をԡし上げる要因につながるた
め、市場展開そのものがれている。こうした現状に対し、賃貸住宅についても消費者が環

2 9  年間の̍次エネルギー消費量がネットでゼロになる住宅のこと。
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境性能の高い住宅に入居することができるよう、「エコ賃貸」を市場に流通させるべくਚ力
している例としてӋࠜ木テラス#IOの取組を紹介する。

˔環境ੑの͍ߴି住宅の普及
Ӌࠜ木テラス#IOでは、環境性能の高い賃貸住宅を「エコ賃貸」として提供している。

住戸をメゾネットタイプの̎戸（̎L%K、76ᶷ）とし、ڷ土種で緑化した85ᶷのఉを備え、
平成25年に東京都世田୩区でॡ工した同賃貸物件は、賃貸住宅としては異例の環境性能を
有している。例えば、断熱性能については、東北北部でも暖かさを保てる高い断熱性（2値
1.8以下）を有しているほか、各戸で2.8k8分が載されているଠཅ光発電パネルについて
は、自家発電電力を各戸で利用可能とするͩけでなく、余電力も各戸で売電することを可
能としている。入居者はリビングに設置された)EMS（)ome Energy Management 
System）のパネルを通じて発電量、売電量、機ث等の電力使用量を確認することができる
ようになっており、節電行動を支援している。実際に、同住宅では入居者の協力を得て性能
等の実測も行われた。しかし、賃料が周辺相場より高くなる一方、不動産物件情報サイトで
は環境性能の࿐出が難しいこともあって、入居者の֫得にൺֱ的時間を要した。

こうした賃貸住宅の省エネルギー化には国も着目しており、賃貸住宅について一定の断熱
性能を満たし、かつ住宅の省エネルギー基準よりも一定のCO2排出量が少ない賃貸住宅の新
築等をする場合の費用の補助や、賃貸住宅の紹介・あっせんを行う事業者と連携し、賃貸住
宅の検索時に、低炭素型であることをメルクマールとした検索を可能とすること等により、
市場全体の低炭素化を官民連携で行うこととしている。

図表3-2-25 羽根木テラスBIO

資料：ܚጯ義क़大学小林光研究室
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ʢ̑ʣ不動産औҾにるใのू・ఏڙ
不動産取引に必要となる物件情報・周辺地域情報（ハザードマップ等の自然災害リスクに

関する情報、都市計画等の法令制限に関する情報、周辺地域の取引情報等）は、様々な機関
やഔ体に分散して存在しており、消費者に対して෯広い情報を早期に提供することは流通促
進の課題となっている。 

このような課題に対応するため、不動産取引に必要な情報を集約・提供するシステム（以
下「不動産総合データベース」という）を市場インフラとして導入することにより、市場の
透明性向上を図るとともに、宅地建物取引業者から消費者への適時適切かつ෯広い情報提
供・コンサルティングサービスが普及・定着することが期待される。

このため、国においては、平成25年度より不動産総合データベースの構築に向けた検討
を進めている（図表3-2-26）。

平成27年度は、̒月よりԣ市の物件を対象にプロトタイプシステムのࢼ行運用を開始
するとともに、地方公共団体が保有する行政情報のデータ整備状況等の調査を行い、システ
ム導入によって得られる効果や、システムの機能・運営等に関する課題の把握に努めた。

平成28年度は、本格運用に向け、システムの改善、運営主体・運営ルール等の検討、自
治体保有情報の整備・充実のための方策、消費者向けの情報提供のあり方について検討を実
施する予定である。

図表3-2-26 不動産総合データベースの画面イメージ

過去の成約情報詳細

周辺の不動産取引情報周辺の成約情報

用途地域等

散布図航空写真

不動産総合データベース：メイン画面地図情報の表示

・地図中央に対象物件を表示する。
・法令制限の情報、ハザードマップ、
インフラ情報、周辺施設、航空写
真などを地図上に表示する。
・見たい情報を選択することで表示
内容を切替えることができる。

周辺の不動産取引情報の表示

・周辺の不動産取引情報を直近のものから５件表
示する。
・別画面ですべての取引情報や散布図を確認でき
る。

周辺の成約情報の表示

・周辺の成約情報（レインズ成約情報）を直近のものから５
件表示する。

・別画面ですべての成約情報や散布図を確認できる。

過去の成約価格の表示

・当該物件の過去の成約情報を表示する。
・別画面で成約情報の詳細内容を確認できる。

外部サイトなどへのリンク

・物件関連情報や周辺地域に関連する情報を別画
面や外部サイトにリンクして表示する。

周辺施設の表示

・物件を中心に10Km以内に
存在する周辺施設と施設までの距離を表示する。

○○年〇月〇日 ○○万円

土砂災害警戒区域

散布図

資料：国土交通省資料
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 第3節	 ઌٕज़を活用した不動産情報化ʢ3FBM	&TUBUF	5FDIʣのை流
インターネットやスマートフォン、SNSやオープンデータ等の普及により、現在、多種

多量なデータが大に流通している。また、データ解析技術の進展も著しく、IT活用が国
家・産業の競争力に直結する時代をܴえつつあるところ、近年、IT化のれが指ఠされて
いる不動産分野においても、急速にIT利活用の動きが広まりつつある。そこで、本節では、
不動産分野における最新のIT利活用の動向を紹介する。

 1 զ͕国の不動産分を८る*5化の動向

ʢੈք֤ࠃの*5ڝ૪ྗʣ
「ダϘス会議」を主催する世界経済フォーラムの「世界IT報告」によると、我が国のIT

競争力は、平成26年では143カ国・地域の中で16位であったが、平成27年では10位に上ঢ
している。ITの活用度で政府部門が前年の22位から̓位へと上ঢしたこと、人材教育の質
などを示す「スキル」が29位から15位へと上ঢしたこと、円滑な法整備を示す「政治・規
制環境」も８位へと平成26年の16位から上ঢしたことが主な要因である。

ʢ*5利׆用に向͚ͨզ͕ࠃのํと産׆ۀ動の*5Խʣ
我が国政府においてはIT利活用を強力に推進する方針がଧち出されている。経済財政運

営と改革の基本方針2015（平成27年̒月閣議決定）では、ロϘット、人工知能やビッグデー
タ、オープンデータ等を活用した「産業大変革」を具体化すること等がଧち出されている。
また、世界最先IT国家創造એ言（平成25年̒月策定、平成26年̒月改定、平成27年̒
月再改定：閣議決定）では、データの利活用に資する観点から、公共データの民間開放
	オープンデータ
を推進し、企業が保有するސ客情報や個人のライフログ情報など、社会や
市場に存在する多種多量の情報であるいわゆる「ビッグデータ」を相互に結び付け、活用す
ることにより、新ビジネスや官民協働の新サービスが創出され、企業活動、消費者行動や社
会生活にもイノベーションが創出される社会を実現するとしている。

一方、産業界においては、これまで情報通信業の飛躍的な発展や、造業を中心とする生
産活動や流通活動の効率化・生産性の向上等がもたらされてきたが、近年、金融業界におけ
るITの利活用「FinTech（金融	Finance
と技術	Technology
を合わせた造語）」が高まり
を見せ、造業や自動車産業においても「IoT（Internet of Things	モノのインターネッ
ト
）」が高まりを見せる等、産業活動においてITを活用する動きが本格化している。

ʢզ͕ࠃの不動産に͓͚る*5ԽのΕʣ
しかしながら、我が国の不動産分野については、対象産業のब業者アンケートを通じて主

要産業におけるIT化の状況をスコア化した総務省の調査によれば、情報通信業、造業、
金融・保険業が9.5ʙ7.6と高いスコアを記録する一方、不動産業は5.6とൺֱ的低い結果と
なっており、我が国の不動産業のIT化のれがうかがわれる（図表3-3-1）。
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図表3-3-1 産業別ICTスコア

（％）

不動産業

建設業

サービス業

農林水産業

運輸

電力・ガス等

商業

金融・保険業

製造業

情報通信業

0 2 4 6 8 10

資料：総務省「ICT による経済成長加速に向けた課題と解決方法に関する調査研究報告書」

9.5

9.5

7.6

7.5

7.0

6.7

5.6

5.4

4.8

3.0

資料：総務省「ICTによる経済成長加速に向けた課題と解決方法に関する調査研究報告書」

 2 不動産情報化	3FBM &TUBUF 5FDI
のை流

我が国の不動産分野ではIT化のれがうかがわれるところ、ここ̍ʙ̎年間において、
金融業界におけるFinTechに続き、不動産と先技術を融合した不動産情報化（3eal 
Estate Tech）が本格化しつつある。以下では、地理情報システムの活用、ビッグデータの
活用、インターネット等の特を活用した新たなマッνングの創出に関して、特的な取組
を紹介する。

ʢ地理ใγεςϜΛ用͍ͨ不動産ใの͑ݟるԽʣ
位置や空間に関する情報を重Ͷ合わせた分析・解析や、情報の視֮的な表示を可能とする

地理情報システム（GIS: Geographic Information System）が急速に発展している。かつて
は研究利用等、専門的な分野での利用が一般的であったが、最近では、その活用範囲が広が
りをみせており、不動産分野でもその活用例が増加している。

˙ 地理情報γスςムを用いた特的な取組

˔݅とपล施ઃใの地ਤԽ
平成27年̑月より、不動産ポータルサイトを運営する不動産物件情報会社はソフトウェ

アの開発・販売会社と協同して、8ebを活用し、地図上で不動産物件情報の検索・閲覧を
可能とするサービスの提供を開始した（図表3-3-2）。これまで、不動産ポータルサイトを利
用した物件探しは、価格帯や面積、間取り、最寄り駅からの所要時間といった条件をポータ
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ルサイトに入力し、消費者の希望に近い物件をリスト形式で表示する形が一般的であった
が、本サービスでは、物件に関する様々な情報を一ׅして地図上で提供し、物件を「地図か
ら探す」ことを可能としている。具体的には、物件所在地の周辺にある様々な施設の場所

（コンビニ、バスఀ、駅、༣便局等）や用途地域情報、地価公示データを地図上に重Ͷ合わ
せて表示させることを可能としている。これにより、消費者は物件周辺の環境をより具体的
なイメージをもって確認することができるほか、明確に自らが希望する条件を決めていない
消費者に対して物件探しのきっかけを提供する等のメリットが生じている。

図表3-3-2 地図上での不動産物件情報の検察・閲覧画面

資料：日本マイクロソフト᷂・᷂リクルート住まいカンパニー資料

˔地൫ใの͑ݟるԽ
東日本大震災の発生後、被災地において液状化現象が生じたこと等を受け、地盤の重要性

が再認識されつつある。しかしながら、地盤調査は、土地をߪ入した後に行われることが多
いため、消費者は土地ߪ入後にはじめて災害リスクのあることを知る、という場合が生じが
ちである。

そこで、平成26年̑月より地盤解析を手がける民間企業では、地盤情報の「見える化」
を促進するため、一般向けに、地図化された全国各地の地盤リスク情報の閲覧・提供サービ
スを無償で開始した。これは、8eb上で住所を入力すると、住所入力地点の旧版地形図、
航空写真、土砂災害危険箇所、自治体液状化ハザードマップ、同社による戸建て住宅の地盤
解析結果等の16種類の地図を重Ͷ合わせて表示させることができるというものである（図
表3-3-3）。また、事業者向けには、地震動予測地図、学区情報、地価公示結果等の41種類の
地図を重Ͷ合わせて表示させることができるサービスを有償で提供している。さらに、自治
体担当者向けに国土地理Ӄが作成した簡便な災害評価マニュアル 30を参考に、任意の土地の
地盤・災害リスクにつき、改良工事率・浸水リスク・地震による༳れやすさ・土砂災害危険
リスク・液状化リスクの̑項目を点数化して簡易レポートを作成するサービスも一般向けに
無償で提供している（図表3-3-4）。

これにより、土地のߪ入前の事前情報として地盤に関する情報を消費者等が確認すること
を可能としている。

3 0  国土地理Ӄ技術資料「土地条件図の数値データを使用した簡便な災害危険性評価手法」。
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図表3-3-3 地盤リスク情報の閲覧画面

資料：地盤ネット᷂資料

図表3-3-4 簡易レポートの出力イメージ

資料：地盤ネット᷂資料

˔画૾ೝٕࣝज़ΛԠ用ͨ͠ݐのங年の推ఆ
ソフトウェアの開発を手ֻける民間企業では、画૾認識技術を応用し、複数年代の航空写

真から建物の変化を検出することで、建物の築年代を推定するサービスの実用化に取り組ん
でいる。実際に、同社では画૾認識技術を応用した建物୯位の築年代データベース（図表
3-3-5）を保持しており、将来的には、耐震基準の改正前後に建設された建物の把握、建物の
老朽度の推定、災害時の建物強度の推定等への活用が期待される。また、人口や世帯の分
と併せて分析することで、将来の空き家の発生状況の予測やバリアフリー対応に関する需要
の予測等への活用が期待される。
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図表3-3-5 築年代データベースの画面イメージ

資料：᷂マイクロベース資料

ʢϏοάσʔλΛ׆用ͨ͠不動産価֨の༧ଌ・推計ʣ
不動産は個別性の強い財であるため、個別物件ごとの価格に関する情報は、一般消費者や

個人投資家にとって容易には入手することができなかったが、近年、ビッグデータを活用す
ることで、個別物件ごとに価格を予測・推計するサービスが広がりをみせている。

˙ Ϗッάσータを活用した特的な取組

ग़αʔϏεࢉ価֨ߟࢀଘ住宅のط˔
既存住宅流通市場の活性化は近年の力課題であるものの、売り出し中でない既存住宅の

価格については、専門業者に査定をґ頼しなければその資産価値が分からず、一般消費者か
らみると既存住宅の価格はわかりにくいものとなっている。このため、不動産ポータルサイ
ト運営する不動産物件情報会社では、不動産の参考価格の提供を開始した。

具体的には、不動産ポータルサイトにܝ載された既存住宅の売り出しื集情報等をもと
に、自社開発ロジックによる価格決定構造解析（シンガポール国立大学不動産研究セン
ター・ਗ਼水ઍ߂教तの研究成果を参考）を用いて、不動産価格のࢼ算システムを開発し、住
宅地図・航空写真上で既存マンションの参考価格を住戸୯位でひと目で見られるサービスを
無償で提供している（図表3-3-6）。

これにより、不動産のߪ入や売却を検討する際に、業者に査定をґ頼せずとも、自宅でؾ
軽に検討中の物件や周辺の物件の参考価格を調べ、ൺֱ検討することが可能になり、既存住
宅流通市場の活性化に寄与している。
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図表3-3-6 参考価格の閲覧画面イメージ

資料：᷂ネクスト資料

図表3-3-7 参考価格の算出の流れ

募集情報

募集情報 募集情報 募集情報

募集情報

不動産物件ポータルサイト

登録

不動産価格試算システム

価格算出

売り出し中の物件 売り出し中でない物件

掲載物件の募集情報をもとに
独自のロジックで

物件の不動産価格を試算

資料：᷂ネクスト資料をもとに国土交通省作成
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˔不動産のΩϟοϓϨʔτߟࢀのࢉग़αʔϏε
平成27年̎月、リートのポータルサイト運営会社と金融コンサルティング会社は、キャッ

プレート（期待利回り）参考値の自動算定サービスの提供を開始した。これは、物件の所在
地・建物スペック等の条件を入力することで、共同住宅及びオフィスの商業用不動産につい
て、指定された時点でのキャップレート参考値を統計的に算出し、結果をレポートとして出
力するものである。レポートでは、+リートにおける周辺の取引事例の参রや、マクロ経済
指標を反映した将来のキャップレート推定値の出力等も可能としている。これにより、相場
観や経ݧ則、専門的な鑑定が必要となる等、アクセスが難しいとされていたキャップレート
について、参考値を容易に把握することを可能としている。

図表3-3-8 キャップレート参考値の算出画面（イメージ）

資料：+"P"N 3EIT᷂、᷂クレジット・プライシング・コーポレーション資料

ʢ*P5Λ׆用ͨ͠৽ͨなϚονϯάのػձのग़ʣ
我が国のインターネットの人口普及率は82％を超え31、インターネットを通じた情報収集

や消費活動は、ࢲたちの生活にܽくことができないものになっている。不動産分野において
も、各種ポータルサイトやϗームページ等により、日々、新たなマッνングが生み出されて
いるが、IoT：Internet Of Things（モノのインターネット）を活用することで、市場参加
者のマッνングを拡大している例がある。

3 1  総務省「平成26年通信利用動向調査」。
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˙ *P5を活用した特的な取組

˔Πϯλʔωοτと*P5σόΠεΛ༥߹ۭ͖ͨ͠εϖʔεのڞ有
IoTデバイスを不動産賃貸や管理の現場に活用する動きもみられる。スマートフォンやタ

ブレット型でݰ関のݤの開閉を行うことができる「スマートロック」を造・販売する
民間企業では、特定の相手や特定の時間帯のみに権限を与えてݤの開閉を行うことが可能と
なるスマートロックの特性を活用し、賃貸マンションに無人内覧システム「スマート内覧」
を導入した。これにより、事前にインターネットから内覧の予約をした消費者は、スマート
フォン等を持参するͩけで自由に物件の内覧を行うことができるほか、ؾに入った物件につ
いては、すぐその場でインターネットから賃貸ܖ約のਃし込みを行うことを可能としてお
り、不動産会社の営業担当者の立会やݤの受け取りの省略化、賃貸ܖ約締結の迅速化、消費
者の利便性の向上、ݤのฆ失リスクやコストの低減を図っている（図表3-3-9）。

さらに、同社はスマートロックと連動した時間貸し空きスペースのื集・紹介サイトをࢼ
行的に運営している。同サイトは、Ϣーザー会員制機能を有しており、これによりオーナー
が特定の者にͩけスペースを貸すことを可能としており、例えば、༑人・知人にͩけ貸す、
特定の地域の居住者や特定のコミュニティにͩけ貸すといった貸し方を可能にしているほ
か、スマートロックと連動することで、自宅や会社オフィスを不在にしている間、レンタル
スペースとして貸し出す等の貸し方も可能としている。空室や物件の内覧スペースを内覧の
予定が無い期間にレンタルスペースとして貸し出し、空きスペースのՔ働率の向上を図るこ
とを意図したものであったが、その後、スマートロックと会員制機能を備えた時間貸し空き
スペースのื集・紹介サイトが相まって、多様な空きスペースの活用が展開されている。

図表3-3-9 スマートロックのイメージと使い方の流れ

資料：᷂ライナフ資料
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